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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(r) 計測制御系統施設 （計測制御系統施設） 

第二十三条 

適合のための設計方針 

1 一及び二について 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準

事故時及び重大事故等時における計測 

 
  

 計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関す

る系統の健全性を確保するために監視することが必要な

パラメータを，通常運転時及び運転時の異常な過渡変化

時においてもロ(3)(ⅰ)a.(r)-①想定される範囲内に制

御できるとともに，想定される範囲内で監視できる設計

とする。 

発電用原子炉施設における計測制御装置は，通常運転

時及び運転時の異常な過渡変化時において，次の事項を

考慮した設計とする。 

(1) 炉心，原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容

器バウンダリ及びそれらに関連する系統の健全性を確保

するため，炉心の中性子束，中性子束分布，原子炉水

位，原子炉冷却系の圧力・温度・流量，原子炉冷却材の

水質，原子炉格納容器内の圧力・温度・雰囲気ガス濃度

等のパラメータを原子炉出力制御系，原子炉圧力制御

系，原子炉給水制御系等により，適切な範囲内に維持し

制御できる設計とする。 

(2) (1)のパラメータについては，必要な対策を講じ得

るように，原子炉核計装系，原子炉プラント・プロセス

計装系等により，適切な範囲内での監視が可能な設計と

する。 

計測制御系統施設は，炉心，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器バウンダリ並びにこれらに関

する系統の健全性を確保するために監視することが必

要なパラメータを，通常運転時及び運転時の異常な過渡

変化時においても想定される範囲内で監視できる設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(r)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(r)-①を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

  

  1. 計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

  

  ロ(3)(ⅰ)a.(r)-①発電用原子炉施設には，制御棒の

挿入位置を調節することによって反応度を制御する制

御棒及び制御棒駆動系，再循環流量を調整することによ

って反応度を制御する原子炉再循環流量制御系の独立

した原理の異なる反応度制御系統を施設し，計画的な出

力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を

超えることなく制御できる能力を有する設計とする。 

通常運転時の高温状態において，独立した原子炉停止

系統である制御棒及び制御棒駆動系による制御棒の炉

心への挿入並びにほう酸水注入系による炉心へのほう

酸注入は，それぞれ発電用原子炉を未臨界に移行でき，

かつ，維持できる設計とする。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても，制

御棒及び制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入に

より，燃料要素の許容損傷限界を超えることなく発電用

原子炉を未臨界に移行でき，かつ，維持できる設計とす

る。 

設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他の

設計基準事故時の評価において，制御棒及び制御棒駆動

系は，原子炉スクラム信号によって，水圧制御ユニット

アキュムレータの圧力により制御棒を緊急挿入できる

設計とするとともに，制御棒が確実に挿入され，炉心を

未臨界に移行でき，かつ，それを維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

 1 三について 2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準

事故時及び重大事故等時における計測 

＜中略＞ 

  

 設計基準事故が発生した場合の状況を把握し，及び対

策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事故時

に想定される環境下において十分な測定範囲及び期間に

わたり監視できるとともに， 

原子炉冷却材喪失のような設計基準事故時において

も，原子炉格納容器内の圧力，温度，水素ガス濃度，放

射性物質の濃度等は，設計基準事故時に想定される環境

下において，十分な測定範囲及び期間にわたり監視でき

る設計とする。 

 また，設計基準事故が発生した場合の状況把握及び

対策を講じるために必要なパラメータは，設計基準事

故時に想定される環境下において十分な測定範囲及び

期間にわたり監視できるとともに， 

    

 1 四について    

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るものについて

は，設計基準事故時においても二種類以上監視ロ(3)(ⅰ) 

a.(r)-②し，又は推定することができる設計とする。 

前号のパラメータのうち，発電用原子炉の停止状態及

び炉心の冷却状態は，二種類以上のパラメータにより監

視又は推定できる設計とする。 

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却に係るものについ

ては，設計基準事故時においても 2種類以上監視又は

推定ロ(3)(ⅰ)a.(r)-②できる設計とする。 

 炉心における中性子束密度を計測するため，原子炉

内に設置した検出器で起動領域，出力領域の 2つの領

域に分けて中性子束を計測できる設計とする。 

 炉周期は起動領域モニタの計測結果を用いて演算で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(r)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(r)-②と同義で

あり，整合している。 

 

  

 1 五について 2.3 計測結果の表示，記録及び保存   

 発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質

の閉じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラメ

ータは，設計基準事故時においても確実に記録ロ(3)(ⅰ) 

a.(r)-③され，及び当該記録が保存される設計とする。 

発電用原子炉の停止及び炉心の冷却並びに放射性物質

の閉じ込めの機能の状態を監視するために必要なパラメ

ータは，設計基準事故においても，確実に記録及び保存

できる設計とする。原子炉冷却材の放射性物質の濃度，

発電用原子炉の停止，炉心の冷却及び放射性物質の閉

じ込めの機能の状況を監視するために必要なパラメー

タは，設計基準事故時においても確実に記録ロ

(3)(ⅰ)a.(r)-③し，及び保存できる設計とする。 

 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 
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原子炉格納容器内水素ガス濃度及び放射性物質の濃度等

については，設計基準事故時においてもサンプリングに

より測定し，確実に記録及び保存できる設計とする。 

＜中略＞ (ⅰ)a.(r)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(r)-③と同義で

あり，整合している。 

(s) 安全保護回路 （安全保護回路） 

第二十四条 

適合のための設計方針 

1 一について 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

    

 ロ(3)(ⅰ)a.(s)-①安全保護回路は，運転時の異常な過

渡変化が発生する場合において，その異常な状態を検知

し及び原子炉緊急停止系その他系統と併せて機能するこ

とにより，燃料要素の許容損傷限界を超えないようにで

きるものとするとともに，設計基準事故が発生する場合

において，その異常な状態を検知し，原子炉緊急停止系

及び工学的安全施設を自動的に作動させる設計とする。 

(1) 安全保護系は，運転時の異常な過渡変化時に，中性

子束及び原子炉圧力等の変化を検出し，原子炉緊急停止

系を自動的に作動させ燃料要素の許容損傷限界を超える

ことがないよう設計する。 

(2) 安全保護系は，偶発的な制御棒引抜きのような原子

炉停止系のいかなる単一誤動作に起因する異常な反応度

印加が生じた場合でも，燃料要素の許容損傷限界を超え

ないよう，中性子束高スクラム及び原子炉周期短により

発電用原子炉を停止できるように設計する。 

ロ(3)(ⅰ)a.(s)-①安全保護装置は，運転時の異常な

過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発電用

原子炉の運転に支障が生ずる場合において，その異常な

状態を検知し及び原子炉緊急停止系その他系統と併せ

て機能することにより，燃料要素の許容損傷限界を超え

ないようにできるものとするとともに，設計基準事故が

発生する場合において，その異常な状態を検知し，原子

炉緊急停止系及び工学的安全施設を自動的に作動させ

る設計とする。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対処

し得る複数の原子炉非常停止信号及び工学的安全施設

作動信号を設ける設計とする。 

なお，安全保護装置は設置（変更）許可を受けた運転

時の異常な過渡変化の評価の条件を満足する設計とす

る。 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(s)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(s)-①と同義で

あり，整合している。 

 

 

  

 1 三について    

 安全保護回路を構成する機械若しくは器具又はチャン

ネルは，単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一

の取り外しを行った場合において，安全保護機能を失わ

ないよう，多重性を確保する設計とする。 

 安全保護回路を構成するチャンネルは，それぞれ互い

に分離し，それぞれのチャンネル間において安全保護機

能を失わないよう独立性を確保する設計とする。 

安全保護系は，以下に示す設計方針に基づき多重性を

有するチャンネル構成とし，機器又はチャンネルの単一

故障が起こっても，あるいは使用状態からの単一取り外

しを行っても保護機能を果たすよう設計する。 

具体例は下記のとおりである。 

(1) 原子炉緊急停止系の作動回路は，検出器，トリッ

プ・チャンネル，主トリップ継電器等で構成し，「2 

out of 4」方式とする。 

検出器は 4区分に分け，一つの区分には，一つの測定

変数に対して 1個以上の検出器を設ける。また，トリッ

プ・チャンネルは 4チャンネル設ける。 

各トリップ・チャンネルは，四つの区分の検出器から

の信号を入力し，2区分以上の検出器の動作によりトリ

安全保護装置を構成する機械若しくは器具又はチャ

ンネルは，単一故障が起きた場合又は使用状態からの

単一の取外しを行った場合において，安全保護機能を

失わないよう，多重性を確保する設計とする。 

安全保護装置を構成するチャンネルは，それぞれ互

いに分離し，それぞれのチャンネル間において安全保

護機能を失わないよう物理的，電気的に分離し，独立性

を確保する設計とする。 

また，各チャンネルの電源は，分離，独立した母線か

ら供給する設計とする。 
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ップする。各トリップ・チャンネルからの信号は，対応

するトリップ・チャンネルに属する主トリップ継電器に

入力され，二つ以上のトリップ・チャンネルがトリップ

した場合，発電用原子炉はスクラムする。 

したがって，機器又はチャンネルの単一故障が起こっ

ても，使用状態からの単一の取り外しを行っても安全保

護系の機能は維持できる。 

(2) 工学的安全施設を作動させる検出器は，多重性をも

った構成とする。したがって，これらの単一故障，使用

状態からの単一取外しを行っても他の検出器により，安

全保護機能は維持できる。 

 1 五について    

 駆動源の喪失，系統の遮断その他の不利な状況が発生

した場合においても，発電用原子炉施設をより安全な状

態に移行するか，又は当該状態を維持することにより，

発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できる

設計とする。 

安全保護系の駆動源として電気あるいは空気圧を使用

する。この系統に使用する弁等は，フェイル・セイフと

するか，又は故障と同時に現状維持（フェイル・アズ・

イズ）になるようにし，この現状維持の場合でも多重化

された他の回路によって保護動作を行えるようにする。 

フェイル・セイフとなるものの主要なものをあげると

以下のとおりである。 

(1) 電源喪失 

a. スクラム 

b. 主蒸気隔離弁閉 

c. 格納容器ベント弁閉 

(2) 制御用空気喪失 

a. スクラム 

b. 格納容器ベント弁閉 

また，主蒸気隔離弁以外の工学的安全施設を作動させ

る安全保護系の場合，駆動源である電源の喪失は，系の

現状維持をもたらすものである。 

系の遮断やその他，火災，浸水等不利な状況が発生し

た場合でも，この工学的安全施設作動回路及び工学的安

全施設自体が多重性，独立性を持つことで発電用原子炉

を十分に安全な状態に導くよう設計する。 

安全保護装置は，駆動源の喪失，系統の遮断その他の

不利な状況が発生した場合においても，発電用原子炉

施設をより安全な状態に移行する（フェイル・セイフ）

か，又は当該状態を維持する（フェイル・アズ・イズ）

ことにより，発電用原子炉施設の安全上支障がない状

態を維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

    

 1 六について  3.1.2 安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の防

止 

  

ロ(3)(ⅰ)a.(s)-②安全保護回路を構成する電子計算

機は，不正アクセス行為に対する安全保護回路の物理的

安全保護系は，安全保護系制御装置の保守ツールを施

錠管理された場所に保管するとともに，接続部を施錠す

ロ(3)(ⅰ)a.(s)-②安全保護装置は，ディジタル回路

で構築する設計とし，外部ネットワークと物理的分離

設計及び工事の計画のロ(3)   

4
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分離及び機能的分離を行うとともに，ソフトウェアは設

計，製作，試験及び変更管理の各段階で検証と妥当性の

確認を適切に行うことで，不正アクセス行為その他の電

子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用

目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するこ

とができる設計とする。 

ることにより，ハードウェアを直接接続させない措置を

実施することで物理的に分離し，外部ネットワークへの

データ伝送の必要がある場合は，防護装置（通信状態を

監視し，送信元，送信先及び送信内容を制限することに

より，目的外の通信を遮断）を介して一方向（送信機能

のみ）通信に制限することで機能的に分離するととも

に，固有のプログラム言語の使用による一般的なコンピ

ュータウイルスが動作しない環境等によりウイルス等の

侵入を防止することでソフトウェアの内部管理の強化を

図り，外部からの不正アクセスを防止する設計とする。 

また，｢安全保護系へのディジタル計算機の適用に関

する規程」（JEAC4620-2008）及び「ディジタル安全保

護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG4609-

2008）に準じて設計，製作，試験及び変更管理の各段階

で検証及び妥当性確認（コンピュータウイルスの混入防

止含む。）がなされたソフトウェアを使用するととも

に，発電所での出入管理による物理的アクセスの制限及

び保守ツールのパスワード管理による電気的アクセスの

制限により，不正な変更等による承認されていない動作

や変更を防止する設計とする。 

及び機能的分離，外部ネットワークからの遠隔操作防

止及びウイルス等の侵入防止並びに物理的及び電気的

アクセスの制限を設け，システムの据付，更新，試験，

保守等で，承認されていない者の操作及びウイルス等

の侵入を防止する措置を講じることで，不正アクセス

行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作を

させず，又は使用目的に反する動作をさせる行為によ

る被害を防止できる設計とする。 

安全保護装置が収納された盤の施錠及び保守ツール

接続部の施錠によりハードウェアを直接接続させない

措置を実施すること，安全保護装置の保守ツールを施

錠管理された場所に保管することや保守ツールのパス

ワード管理により不要なソフトウェアへのアクセスを

制限することを保安規定に定め，不正アクセスを防止

する。 

安全保護装置のソフトウェアは，設計，製作，試験

及び変更管理の各段階で検証と妥当性確認を適切に行

うことを保安規定に定め，不正アクセスを防止する。 

(ⅰ)a.(s)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(s)-②を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

 

 1 七について  3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

＜中略＞ 

  

 計測制御系統施設の一部を安全保護回路と共用する場

合には，その安全機能を失わないよう，計測制御系統施

設から機能的に分離した設計とする。 

安全保護系と計測制御系とは電源，検出器，ケーブ

ル・ルート及び原子炉格納容器を貫通する計装配管を，

原則として分離する設計とする。 

安全保護系は，原子炉水位及び原子炉圧力等を検出す

る計装配管ヘッダの一部を計測制御系と共用すること及

び原子炉核計装の検出部が表示，記録計用検出部と共用

される以外は計測制御系とは完全に分離する等，計測制

御系での故障が安全保護系に影響を与えない設計とす

る。 

計装配管は，4系列で独立性があり，さらに 1系列内

で安全保護系と共用している計測制御系の配管は，安全

保護系と同等の設計としている。 

また，原子炉核計装の検出部が表示，記録計用検出部

と共用しているが，計測制御系の短絡，地絡又は断線に

よって安全保護系に影響を与えない設計とする。 

計測制御系統施設の一部を安全保護装置と共用する

場合には，その安全機能を失わないよう，計測制御系統

施設から機能的に分離した設計とする。 

＜中略＞ 
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(t) 反応度制御系統及び原子炉停止系統 （反応度制御系統及び原子炉停止系統） 

第二十五条 

適合のための設計方針 

1 について 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

 

  

 ロ(3)(ⅰ)a.(t)-①反応度制御系統（原子炉停止系統を

含み，安全施設に係るものに限る。以下，本項において同

じ。）は，制御棒のロ(3)(ⅰ)a.(t)-②位置を制御するこ

とによって反応度を制御する制御棒駆動系とロ(3)(ⅰ) 

a.(t)-③中性子吸収材を注入することによって反応度を

制御するほう酸水注入系ロ(3)(ⅰ)a.(t)-④の原理の異

なる二つの系統を設ける。 

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）は，制御棒の

挿入度を調節することによって反応度を制御する制御棒

及び制御棒駆動系と再循環流量を調整することによって

反応度を制御する再循環流量制御系，制御棒を緊急挿入

する原子炉緊急停止系並びに中性子吸収材を注入して反

応度を制御するほう酸水注入系からなる。 

2 について 

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）のうち，制御

棒及び制御棒駆動系は，負荷変動，キセノン濃度変化，

高温から低温までの温度変化，燃料の燃焼によって生じ

る反応度変化及び発電用原子炉の出力分布の調整をす

る。 

また，再循環流量制御系は，主としてある限られた範

囲内での負荷変動等によって生じる反応度変化を調整す

る。 

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）のうち，制御

棒及び制御棒駆動系と再循環流量制御系があいまって所

要の運転状態に維持し得る設計とし，計画的な出力変化

に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超えるこ

となく制御できる能力を有する設計とする。さらに，反

応度制御系（原子炉停止系を含む。）は，以下の能力を

有する設計とする。 

発電用原子炉施設には，制御棒のロ(3)(ⅰ)a.(t)-②

挿入位置を調節することによって反応度を制御する制

御棒及び制御棒駆動系，再循環流量を調整することに

よって反応度を制御する原子炉再循環流量制御系の独

立した原理の異なる反応度制御系統を施設し，計画的

な出力変化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限

界を超えることなく制御できる能力を有する設計とす

る。 

 通常運転時の高温状態において，ロ(3)(ⅰ)a.(t)-④

独立した原子炉停止系統である制御棒及びロ(3)(ⅰ) 

a.(t)-①制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入並

びにほう酸水注入系による炉心へのロ(3)(ⅰ)a.(t)-

③ほう酸注入は，それぞれ発電用原子炉を未臨界に移

行でき，かつ，維持できる設計とする。 

 運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても，

制御棒及び制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入

により，燃料要素の許容損傷限界を超えることなく発

電用原子炉を未臨界に移行でき，かつ，維持できる設計

とする。 

 設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他の

設計基準事故時の評価において，制御棒及び制御棒駆

動系は，原子炉スクラム信号によって，水圧制御ユニッ

トアキュムレータの圧力により制御棒を緊急挿入でき

る設計とするとともに，制御棒が確実に挿入され，炉心

を未臨界に移行でき，かつ，それを維持できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-①を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-②と同義で

あり，整合している。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-③と同義で

あり，整合している。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-④は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-④と同義で

あり，整合している。 

 

 2 一について 1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

＜中略＞ 

  

 ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑤反応度制御系統は，通常運転時の高

温状態において，二つの独立した系統がそれぞれ発電用

原子炉を未臨界に移行し，及び未臨界を維持できるもの

であり，かつ，運転時の異常な過渡変化時の高温状態に

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）としては，原

理の全く異なる二つの独立の系統である制御棒及び制御

棒駆動系並びにほう酸水注入系を設ける。 

2 二及び三について 

 通常運転時の高温状態において，独立したロ(3)(ⅰ) 

a.(t)-⑤原子炉停止系統である制御棒及び制御棒駆動

系による制御棒の炉心への挿入並びにほう酸水注入系

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑤は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑤を具体的
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おいても反応度制御系統のうち少なくとも一つは，燃料

要素の許容損傷限界を超えることなく発電用原子炉を未

臨界に移行し，及び未臨界を維持できる設計とする。 

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）に含まれる独

立した系の一つである制御棒による系の反応度制御は次

のような性能を持つよう設計する。 

反応度制御能力 

約 0.18Δk（最大過剰増倍率約 O.14Δkの場合） 

スクラム時挿入時間（全炉心平均，定格圧力にて） 

全ストロークの 60%挿入まで 1.44 秒以下 

全ストロークの 100%挿入まで 2.80 秒以下 

この性能は，炉心特性とあいまって通常運転時及び運

転時の異常な過渡変化時においても，燃料要素の許容損

傷限界を超えることなく，発電用原子炉を未臨界にし，

かつ，維持し得るものである。 

による炉心へのほう酸注入は，それぞれ発電用原子炉

を未臨界に移行でき，かつ，維持できる設計とする。 

 運転時の異常な過渡変化時の高温状態においても，

制御棒及び制御棒駆動系による制御棒の炉心への挿入

により，燃料要素の許容損傷限界を超えることなく発

電用原子炉を未臨界に移行でき，かつ，維持できる設

計とする。 

 設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他

の設計基準事故時の評価において，制御棒及び制御棒

駆動系は，原子炉スクラム信号によって，水圧制御ユ

ニットアキュムレータの圧力により制御棒を緊急挿入

できる設計とするとともに，制御棒が確実に挿入さ

れ，炉心を未臨界に移行でき，かつ，それを維持でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

に記載しており，整合してい

る。 

 

  1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

   

 通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低

温状態において，ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑥反応度制御系統のう

ち少なくとも一つは，発電用原子炉を未臨界に移行し，

及び未臨界を維持できる設計とする。 

発電用原子炉は，低温状態において反応度が最も高く

なり，その状態における発電用原子炉の過剰増倍率は約

0.14Δk 以下である。これに対し，制御棒による系の反

応度制御能力は約 0.18Δk の性能を有し，低温状態にお

いて発電用原子炉を十分臨界未満に維持し得るものであ

る。 

したがって，高温停止を対象とする場合は，更に余裕

を持って未臨界に維持できる。 

ほう酸水注入系は，単独で定格出力運転中の発電用原

子炉を高温状態及び低温状態において十分未臨界に維持

できるだけの反応度効果を持つように設計する。 

 ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑥制御棒及び制御棒駆動系は，通常

運転時及び運転時の異常な過渡変化時における低温状

態において，キセノン崩壊による反応度添加及び高温

状態から低温状態までの反応度添加を制御し，低温状

態で炉心を未臨界に移行して維持できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑥は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑥を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

  

 
2 四について 1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

＜中略＞ 

    

 原子炉冷却材喪失その他の設計基準事故時において，

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑦反応度制御系統のうち少なくとも一

つは，発電用原子炉を未臨界へ移行することができ，か

つ，少なくとも一つは，発電用原子炉を未臨界に維持で

きる設計とする。 

反応度制御系（原子炉停止系を含む。）の一つである

原子炉緊急停止系は，原子炉スクラム信号により，水圧

制御ユニットのアキュムレータの圧力により制御棒を緊

急挿入する設計とする。103 個の水圧制御ユニットのう

ち，102 個はそれぞれ 2個の制御棒駆動機構に，残る 1

個は 1個の制御棒駆動機構に接続する。 

設置（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失その他の

設計基準事故時の評価において，ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑦制

御棒及び制御棒駆動系は，原子炉スクラム信号によっ

て，水圧制御ユニットアキュムレータの圧力により制御

棒を緊急挿入できる設計とするとともに，制御棒が確実

に挿入され，炉心を未臨界に移行でき，かつ，それを維

持できる設計とする。 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑦は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑦を具体的

に記載しており，整合してい

る。 
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高圧炉心注水系配管破断等の設計基準事故において

も，制御棒挿入を確保し，炉心を未臨界にし，かつ，そ

れを維持する設計とする。 

＜中略＞ 

 2 五について 1.2 制御棒及び制御棒駆動系   

 また，制御棒は，反応度価値ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑧の最も

大きな制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する１組又

は１本）が固着した場合においても上記を満足する設計

とする。 

制御棒は，最大の反応度価値を持つ制御捧（同一の水

圧制御ユニットに属する 1組又は 1本）が完全に引き抜

かれていて，その他の制御棒が全挿入の場合，高温状態

及び低温状態においても常に炉心を未臨界にできるよう

に設計する。 

また，発電用原子炉運転中に，完全に挿入されている

制御棒を除く，他のいずれかの制御棒が動作不能となっ

た場合は，動作可能な制御棒のうち最大反応度価値を有

する制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する 1組又は

1本）が完全に引き抜かれた状態でも，他のすべての動

作可能な制御棒により，高温及び低温で未臨界に保持で

きることを評価確認する。 

この確認ができない場合には，発電用原子炉を停止す

るように運転管理手順を定める。 

制御棒は，ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑧最大の反応度価値を持

つ制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する 1組又は 1

本）が完全に炉心の外に引き抜かれていて，その他の制

御棒が全挿入の場合，高温状態及び低温状態において

常に炉心を未臨界に移行できる設計とする。 

また，発電用原子炉運転中に，完全に挿入されている

制御棒を除く，他のいずれかの制御棒が動作不能とな

った場合は，動作可能な制御棒のうち最大反応度価値

を有する制御棒（同一の水圧制御ユニットに属する1組

又は 1本）が完全に炉心の外に引き抜かれた状態でも，

他のすべての動作可能な制御棒により，高温状態及び

低温状態において炉心を未臨界に保持できることを評

価確認し，確認できない場合には，発電用原子炉を停止

するように保安規定に定めて管理する。 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑧は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑧と同義で

あり，整合している。 

 

  

 3 について    

 制御棒の最大反応度価値及び反応度添加率は，想定さ

れる反応度投入事象ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑨に対して，原子炉

冷却材圧力バウンダリを破損せず，かつ，炉心の冷却機

能を損なうような炉心，炉心支持構造物及び原子炉圧力

容器内部構造物の損壊を起こさない設計とする。 

反応度が大きく，かつ急激に投入される事象として制

御棒落下及び原子炉起動時における制御棒の異常な引き

抜きがある。 

これらの事象による影響を小さくするため，零出力な

いし低出力においては，運転員の制御棒引抜操作を規制

する補助機能として，制御棒価値ミニマイザを設け，こ

れによって引き抜く制御棒の最大反応度価値を 0.013Δk

以下（9×9燃料が装荷されたサイクル以降）となるよう

に制限する。また，反応度添加率を抑えるため，落下時

の制御棒の速度を約 0.7m/s 以下に抑えるように設計す

る。 

発電用原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜き

に対しては，前述した制御棒価値ミニマイザにより，グ

ループ単位の制御棒の最大反応度価値を 0.035Δk以

下，及び制御棒 1本の最大反応度価値を 0.013Δk以下

（9×9燃料が装荷されたサイクル以降）となるように制

限する。また，制御棒引抜速度を 3.3cm/s 以下にするこ

とにより反応度添加率を抑える設計とする。 

反応度が大きく，かつ急激に投入される事象による

影響を小さくするため，制御棒の落下速度を設置（変

更）許可を受けた「制御棒落下」の評価で想定した落下

速度以下に制御棒駆動機構の中空ピストンのダッシュ

ポット効果により制限することで，反応度添加率を抑

制する。 

また，「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜

き」の評価で想定した制御棒引抜速度以下に制限する

ことで，反応度添加率を抑制するとともに，零出力ない

し低出力においては，運転員の制御棒引抜操作を制限

する補助機能として，制御棒価値ミニマイザを設ける

ことで，引き抜く制御棒の最大反応度価値を制限する。 

さらに，中性子束高及び原子炉周期（ペリオド）短に

よる原子炉スクラム信号を設ける設計とする。 

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑨これらにより，想定される反応度

投入事象発生時に燃料の最大エンタルピや原子炉圧力

の上昇を低く抑え，原子炉冷却材圧力バウンダリを破

損せず，かつ，炉心の冷却機能を損なうような炉心，炉

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑨は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑨を具体的

に記載しており，整合してい

る。 
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これらに加えて，中性子束高及び原子炉周期短による

原子炉スクラム信号を設ける。 

以上の設計を行うことにより，反応度投入事象発生時

に燃料の最大エンタルピや原子炉圧力の上昇を低く抑

え，原子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず，また，炉

心冷却を損なうような炉心，炉心支持構造物及び圧力容

器内部構造物の破損を生じない設計とする。 

心支持構造物及び原子炉圧力容器内部構造物の破損を

生じさせない設計とする。 

＜中略＞ 

なお，制御棒引抜手順については，保安規定に定め

て管理する。 

＜中略＞ 

 4 について 1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

＜中略＞ 

  

 制御棒，ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑩液体制御材その他の反応度

を制御する設備は，通常運転時における圧力，温度及び

放射線に起因する最も厳しい条件において，必要なロ

(3)(ⅰ)a.(t)-⑪物理的及び化学的性質を保持できる設

計とする。 

制御棒，中性子吸収材その他の反応度を制御する設備

は，通常運転時における圧力，温度及び放射線に起因す

る最も厳しい条件において，必要な耐放射線性，寸法安

定性，耐熱性，核性質，耐食性及び化学的安定性を保持

する設計とする。 

制御棒及びロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑩ほう酸水は，通常運転

時における圧力，温度及び放射線に起因する最も厳しい

条件において，必要なロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑪耐放射線性，

寸法安定性，耐熱性，核性質，耐食性及び化学的安定性

を保持する設計とする。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑩は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑩を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(t)-⑪は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(t)-⑪を具体的

に記載しており，整合してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

9



 

                                                                   ヘ-1 
 

K
7
 
①

 Ⅴ
-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備    設置変更許可申請書（本文（五

号））ヘ項において，設計及び

工事の計画の内容は，以下の

とおり整合している。 

 

(1) 計装 

(ⅰ) 核計装の種類 

6. 計測制御系統施設 

6.2  原子炉核計装等 

6.2.2  設計方針 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置  

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時,設計基

準事故時及び重大事故等時における計測 

＜中略＞ 

  

 へ(1)（ⅰ）-①中性子束は，以下のように二つの領域

に分けて発電用原子炉内で計測する。

(1) 原子炉核計装系は，原子炉停止状態から定格出力の

125%までの原子炉出力を監視するため，起動領域，出力領

域の二つの計測領域を設け，更に，各領域の測定範囲に相

互にオーバーラップさせて，一つの領域から他の領域に

移る際にも測定が不連続とならないようにする。 

へ(1)（ⅰ）-①炉心における中性子束密度を計測する

ため，原子炉内に設置した検出器で起動領域，出力領域

の 2 つの領域に分けて中性子束を計測できる設計とす

る。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のへ(1)

（ⅰ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(1)

（ⅰ）-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

 6.2.4  主要設備 

(1) 起動領域モニタ（SRNM） 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

 

起動領域：核分裂電離箱方式モニタ 10 個 

起動領域モニタは，中性子源領域と中間領域での二つ

の領域の中性子束モニタリングのため，10 個設ける。ま

た，保守，調整及び校正を行えるようにするため，10 個

を 3 グループに分け，各グループのうち 1 個をバイパス

できるようにする。 

起動領域モニタは，核分裂電離箱，前置増幅器，信号処

理装置（対数変換，平均二乗変換及び原子炉周期変換），

電源装置，指示計，記録計，ケーブル等から構成し，核分

裂電離箱は炉内固定型とする。 

中性子源領域から中間領域への切替えは，自動的に行

う。また，中間領域の測定は，レンジを適当数に分け，自

動的に切替えることにより出カレベルを指示及び記録す

る。 

＜中略＞ 
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 (2) 出力領域モニタ（PRM）    

出力領域：核分裂電離箱方式モニタ 208 個 出力領域モニタとしては，炉心内に設けた 208（52×4）

個の検出器を用いる局部出力領域モニタ及び平均出力領

域モニタがあり，更にこれらの校正と炉心軸方向の中性

子束分布の測定のために移動式炉心内計装系を設ける。 

＜中略＞ 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

(ⅱ) その他の主要な計装の種類 6.3  原子炉プラント・プロセス計装 

6.3.1  概要 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

  

 ヘ(1)(ⅱ)-①発電用原子炉施設のプロセス計測制御の

ため，ヘ(1)(ⅱ)-②原子炉水位，ヘ(1)(ⅱ)-③原子炉圧

力，ヘ(1)(ⅱ)-④炉心流量，給水流量，主蒸気流量，ヘ

(1)(ⅱ)-⑤制御棒駆動水圧ヘ(1)(ⅱ)-⑥等の計測装置を

設ける。 

発電用原子炉の適切かつ安全な運転のため，原子炉核

計装のほかに，発電用原子炉施設の重要な部分にはすべ

てプロセス計装を設ける。原子炉プラント・プロセス計装

は，温度，圧力，流量，水位等を測定及び指示するもので

あるが，一部を除き必要な指示及び記録計はすべて中央

制御室に設置する。 

原子炉プラント・プロセス計装は，圧力容器計装，再循

環系計装，原子炉給水系計装，主蒸気系計装，制御棒駆動

系計装等で構成される。 

発電用原子炉の停止，炉心冷却及び放射性物質の閉じ

込めの機能の状況を監視するために必要なパラメータ

は，設計基準事故時においても監視でき確実に記録及び

保存ができる。 

 ヘ(1)(ⅱ)-①a 発電用原子炉の停止及び炉心の冷却

並びに放射性物質の閉じ込めの機能の状況を監視する

ために必要なパラメータは，設計基準事故時においても

確実に記録し，及び保存できる設計とする。 

 設計基準対象施設として，炉心における中性子束密度

を計測するための計測装置，ヘ(1)(ⅱ)-①b 原子炉冷却

材の不純物の濃度を測定するためのヘ(1)(ⅱ)-⑥a 原

子炉水導電率を計測する装置，ヘ(1)(ⅱ)-①c 原子炉圧

力容器の入口及び出口における温度及び流量を計測す

るためのヘ(1)(ⅱ)-⑥b 給水温度，主蒸気流量及び給水

流量を計測する装置，ヘ(1)(ⅱ)-①d 原子炉圧力容器内

の水位を計測するためのヘ(1)(ⅱ)-②a 原子炉水位（狭

帯域，広帯域，燃料域）を計測する装置並びにヘ(1)(ⅱ)-

①e 原子炉格納容器内の圧力，温度及び可燃性ガスの濃

度を計測するためのヘ(1)(ⅱ)-⑥c 格納容器内圧力，格

納容器内温度，格納容器内水素濃度及び格納容器内酸素

濃度を計測する装置を設け，これらの計測装置は計測結

果を中央制御室に表示できる設計とする。また，計測結

果を記録し，及び保存することができる設計とする。 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-①a ～ ヘ (1)(ⅱ)-①g

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-①を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-②a 及びヘ(1)(ⅱ)-②b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-②を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-

③を具体的に記載しており，

整合している。 
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 ヘ(1)(ⅱ)-⑥d 制御棒の位置を計測する装置，ヘ

(1)(ⅱ)-①f 原子炉圧力容器の入口及び出口における

圧力及び温度を計測するためのヘ(1)(ⅱ)-③主蒸気圧

力，給水圧力及びヘ(1)(ⅱ)-⑥e 主蒸気温度を計測する

装置並びにヘ(1)(ⅱ)-①g 原子炉圧力容器内の水位を

計測するためのヘ(1)(ⅱ)-②b 原子炉水位（停止域）を

計測する装置を設け，これらの計測装置は計測結果を中

央制御室に表示できる設計とする。また，記録はプロセ

ス計算機から帳票として出力し保存できる設計とする。 

 ヘ(1)(ⅱ)-⑥f 原子炉冷却材の不純物の濃度は，試料

採取設備により断続的に試料を採取し分析を行い，測定

結果を記録し，及び保存する。 

＜中略＞ 

 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-④は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-

④を具体的に記載しており，

整合している。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-⑤は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-

⑤を具体的に記載しており，

整合している。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-⑥a ～ ヘ (1)(ⅱ)-⑥f

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-⑥を

具体的に記載しており，整合

している。 
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  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5 計測装置に係る次の事項 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ヘ(1)(ⅱ)-④ 

ヘ(1)(ⅱ)-⑤ 
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  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計

基準事故時及び重大事故等時における計測 

＜中略＞ 

  

   重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータとして，原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位,原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，水素濃度及び酸素濃度，原子炉建屋内の水素濃度，

未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保の監

視，格納容器バイパスの監視並びに水源の確保の監視に
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必要なパラメータを計測する装置を設ける設計とする。 

なお，重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判

断基準として用いる補助パラメータの運用については，

保安規定に定めて管理する。 

 6.4  計装設備（重大事故等対処設備） 

6.4.1  概要 

   

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合において，当該パラメータを推定するために必要

なパラメータを計測する設備を設置又は保管する。 

 

 ヘ(1)(ⅱ)-⑦当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータ（炉心損傷防止対策及び格納

容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電用原

子炉施設の状態を把握するためのパラメータ）は，ヘ

(1)(ⅱ)-⑧a 十,ハ,(1),第 1 表の重大事故等対策におけ

る手順書の概要のうち，1.15 事故時の計装に関する手順

等のパラメータの選定で分類された主要パラメータ（重

要監視パラメータヘ(1)(ⅱ)-⑨a 及び有効監視パラメー

タ）とする。 

 当該パラメータを推定するために必要なパラメータ

は，ヘ(1)(ⅱ)-⑧b 十,ハ,(1),第 1 表の重大事故等対策

における手順書の概要のうち，1.15 事故時の計装に関す

る手順等のパラメータの選定で分類された代替パラメー

タ（重要代替監視パラメータヘ(1)(ⅱ)-⑨b 及び有効監

視パラメータ）とする。 

 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合において，当該パラメータを推定するために必要

なパラメータを計測する設備を設置又は保管する。 

 

 当該重大事故等に対処するために監視することが必要

なパラメータ（炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止

対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状

態を把握するためのパラメータ）は，添付書類十の「第

5.1－1 表 重大事故等対策における手順書の概要」のう

ち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」のパラメータ

の選定で分類された主要パラメータ（重要監視パラメー

タ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために必要なパラメータ

は，添付書類十の「第 5.1－1 表 重大事故等対策におけ

る手順書の概要」のうち，「1.15 事故時の計装に関する

手順等」のパラメータの選定で分類された代替パラメー

タ（重要代替監視パラメータ及び有効監視パラメータ）と

する。 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管

する設計とする。 

 ヘ(1)(ⅱ)-⑦a 重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格

納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとし，

ヘ(1)(ⅱ)-⑧a 計測する装置は「表 1 計測制御系統施

設の主要設備リスト」の「計測装置」に示す重大事故等

対処設備の他，原子炉圧力容器温度（個数 2，計測範囲

0～350℃），フィルタ装置水位（個数 2，計測範囲 0～

6000mm），フィルタ装置入口圧力（個数 1，計測範囲 0～

1MPa），フィルタ装置水素濃度（個数 2，計測範囲 0～

100vol%），フィルタ装置金属フィルタ差圧（個数 2，計

測範囲 0～50kPa），フィルタ装置スクラバ水 pH（個数 1，

計測範囲 pH0～14），原子炉補機冷却水系系統流量（個数

3，計測範囲 0～3000m3/h（区分Ⅰ，Ⅱ），0～2000m3/h（区

分Ⅲ）），残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量（個数 3，

計測範囲 0～1500m3/h），復水移送ポンプ吐出圧力（個数

3，計測範囲 0～2MPa），静的触媒式水素再結合器動作監

視装置（個数 4，計測範囲 0～300℃）とする。 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-⑦a ～ ヘ (1)(ⅱ)-⑦c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-⑦と

同義であり，整合している。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-⑧ a～ヘ(1)(ⅱ)-⑧ c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-⑧a

及びヘ(1)(ⅱ)-⑧b の「重要

監視パラメータ」及び「重要

代替監視パラメータ」を計測

する装置であり，整合してい

る。 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））において許可を受けたヘ

(1)(ⅱ)-⑨a 及びヘ(1)(ⅱ)-

⑨b は，自主対策設備の計器

のみで計測されるものであ

り，本設工認の対象外である。 

 

  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

   重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータとして，使用済燃料
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貯蔵プールの監視に必要なパラメータを計測する装置

を設ける設計とする。 

 重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設備を設置又は保管

する設計とする。 

 ヘ(1)(ⅱ)-⑦b 重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格

納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとし，

ヘ(1)(ⅱ)-⑧b 計測する装置は「表 1 核燃料物質の取

扱施設及び貯蔵施設の主要設備リスト」の「使用済燃料

貯蔵設備 使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを

監視する装置」に示す重大事故等対処設備の他，使用済

燃料貯蔵プール監視カメラ（個数 1）とする。 

＜中略＞ 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

  重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータとして，原子炉格納

容器内の線量当量率，最終ヒートシンクの確保の監視及

び使用済燃料貯蔵プール（「設計基準対象施設としての

み 1,2,5,7 号機共用」（以下同じ。））の監視に必要なパ

ラメータを計測する装置を設ける設計とする。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含

む。）の故障により，当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータを計測することが困

難となった場合において，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設備を設置する設計

とする。 

ヘ(1)(ⅱ)-⑦c 重大事故等に対処するために監視す
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ることが必要なパラメータは，炉心損傷防止対策及び格

納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発電

用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータとし，

ヘ(1)(ⅱ)-⑧c 計測する装置は「表 1 放射線管理施設

の主要設備リスト」のプロセスモニタリング設備に示す

重大事故等対処設備，エリアモニタリング設備のうち使

用済燃料貯蔵プール放射線モニタ（低レンジ），使用済

燃料貯蔵プール放射線モニタ（高レンジ）とする。 

＜中略＞ 

  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

＜中略＞ 

  

 ヘ(1)(ⅱ)-⑩重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）につい

て，設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の

状態を把握するための能力（最高計測可能温度等（設計基

準最大値等））を明確にする。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する設備（重大事故等対処設備）について，設計基準を

超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する

ための能力（最高計測可能温度等（設計基準最大値等））

を明確にする。計測範囲を第 6.4－1 表に，設計基準最大

値等を第 6.4－2 表に示す。重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータの計装設備概要図等を第6.4－1図か

ら第 6.4－3 図に示す。 

ヘ(1)(ⅱ)-⑩a 炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施

設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置

は，設計基準事故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を有する設計とす

る。また，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処

するために監視することが必要な原子炉圧力容器内の

温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等のパラメータの計測が困難となっ

た場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータに

より推定ができる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にするとと

もに，パラメータの計測が困難となった場合又は計測範

囲を超えた場合の代替パラメータによる推定等，複数の

パラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を

保安規定に定めて管理する。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)-⑩ a～ヘ(1)(ⅱ)-⑩ c

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(1)(ⅱ)-⑩と

同義であり，整合している。 
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  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

 ヘ(1)(ⅱ)-⑩b 炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施

設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置

は，設計基準事故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を有する設計とす

る。また，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処

するために監視することが必要な使用済燃料貯蔵プー

ルの監視のパラメータの計測が困難となった場合に，代

替パラメータにより推定ができる設計とする。 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可

能範囲）を明確にするとともに，パラメータの計測が困

難となった場合の代替パラメータによる推定等，複数の

パラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を

保安規定に定めて管理する。 

＜中略＞ 

  

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

   ヘ(1)(ⅱ)-⑩c 炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要な発電用原子炉施

設の状態を把握するためのパラメータを計測する装置

は，設計基準事故等に想定される変動範囲の最大値を考

慮し，適切に対応するための計測範囲を有する設計とす

る。また，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処

するために監視することが必要な原子炉格納容器の線

量当量率等のパラメータの計測が困難となった場合に，

代替パラメータにより推定ができる設計とする。 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態における
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発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可

能範囲）を明確にするとともに，パラメータの計測が困

難となった場合の代替パラメータによる推定等，複数の

パラメータの中から確からしさを考慮した優先順位を

保安規定に定めて管理する。 

＜中略＞ 

a. 監視機能喪失時に使用する設備 6.4.2  設計方針 

(1) 監視機能喪失時に使用する設備 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

＜中略＞ 

  

 ヘ(1)(ⅱ)a.-①a 発電用原子炉施設の状態の把握能力

を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を推定する手段

を有する設計とする。 

 重要監視パラメータ又はヘ(1)(ⅱ)a.-②有効監視パラ

メータ（原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位並びに原

子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量ヘ(1)(ⅱ) 

a.-①b 等）の計測が困難となった場合又は計測範囲を超

えた場合は，十,ハ,(1),第 1 表の 重大事故等対策におけ

る手順書の概要のうち，1.15 事故時の計装に関する手順

等の計器故障時の代替パラメータによる推定又は計器の

計測範囲を超えた場合の代替パラメータによる推定の対

応手段等により推定ができる設計とする。 

 ヘ(1)(ⅱ)a.-③計器故障時に，当該パラメータの他チ

ャンネルの計器がある場合，他チャンネルの計器により

計測するとともに，重要代替監視パラメータが複数ある

場合は，推定する重要監視パラメータとの関係性がより

直接的なパラメータ，検出器の種類及び使用環境条件を

踏まえた確からしさを考慮し，優先順位をヘ(1)(ⅱ)a.-

④定める。 

 

発電用原子炉施設の状態の把握能力を超えた場合に発

電用原子炉施設の状態を推定する手段を有する設計とす

る。 

重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉

圧力容器内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難となっ

た場合又は計測範囲を超えた場合は，添付書類十の「第

5.1－1 表 重大事故等対策における手順書の概要」のう

ち，「1.15 事故時の計装に関する手順等」の計器故障時

の代替パラメータによる推定又は計器の計測範囲を超え

た場合の代替パラメータによる推定の対応手段等により

推定ができる設計とする。 

計器故障時に，当該パラメータの他チャンネルの計器

がある場合，他チャンネルの計器により計測するととも

に，重要代替監視パラメータが複数ある場合は，推定する

重要監視パラメータとの関係性がより直接的なパラメー

タ，検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からし

さを考慮し，優先順位を定める。 

＜中略＞ 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置は，設計基準事故

等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切に対応

するための計測範囲を有する設計とする。また，ヘ

(1)(ⅱ)a.-①a 重大事故等が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要な原子炉圧力容器

内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量等のパラメータの計測が困難と

なった場合又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメー

タにより推定ができる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計

測可能温度等（設計基準最大値等））を明確にするとと

もに，ヘ(1)(ⅱ)a.-③a パラメータの計測が困難となっ

た場合又は計測範囲を超えた場合の代替パラメータに

よる推定等，複数のパラメータの中から確からしさを考

慮した優先順位をヘ(1)(ⅱ)a.-④a 保安規定に定めて

管理する。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)a.-①a ～ ヘ (1)(ⅱ)a.-

①c は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)a. 

-①a 及びヘ(1)(ⅱ)a.-①b を

具体的に記載しており，整合

している。 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））において許可を受けたヘ

(1)(ⅱ)a.-②は，自主対策設

備の計器のみで計測されるも

のであり，本設工認の対象外

である。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)a.-③a ～ ヘ (1)(ⅱ)a.-

③c は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)a. 

-③と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)a.-④a ～ ヘ (1)(ⅱ)a.-

④c は，設置変更許可申請書
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（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)a. 

-④を具体的に記載しており，

整合している。 

  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

   炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置は，設計基準事故

等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切に対応

するための計測範囲を有する設計とする。また，ヘ

(1)(ⅱ)a.-①b 重大事故等が発生し，当該重大事故等に

対処するために監視することが必要な使用済燃料貯蔵

プールの監視のパラメータの計測が困難となった場合

に，代替パラメータにより推定ができる設計とする。 

 また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可

能範囲）を明確にするとともに，ヘ(1)(ⅱ)a.-③b パラ

メータの計測が困難となった場合の代替パラメータに

よる推定等，複数のパラメータの中から確からしさを考

慮した優先順位をヘ(1)(ⅱ)a.-④b 保安規定に定めて

管理する。 

＜中略＞ 

  

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

  炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置は，設計基準事故

等に想定される変動範囲の最大値を考慮し，適切に対応

するための計測範囲を有する設計とする。また，ヘ

(1)(ⅱ)a.-①c 重大事故等が発生し，当該重大事故等に
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対処するために監視することが必要な原子炉格納容器

の線量当量率等のパラメータの計測が困難となった場

合に，代替パラメータにより推定ができる設計とする。 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可

能範囲）を明確にするとともに，ヘ(1)(ⅱ)a.-③c パラ

メータの計測が困難となった場合の代替パラメータに

よる推定等，複数のパラメータの中から確からしさを考

慮した優先順位をヘ(1)(ⅱ)a.-④c 保安規定に定めて

管理する。 

＜中略＞ 

b. 計器電源喪失時に使用する設備 (2) 計器電源喪失時に使用する設備 【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.4 電源喪失時の計測 

  

 ヘ(1)(ⅱ)b.-①非常用交流電源設備又は非常用直流電

源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合におい

て，計測設備への代替電源設備として常設代替交流電源

設備，可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備

又は可搬型直流電源設備を使用する。 

 

 非常用交流電源設備又は非常用直流電源設備の喪失等

により計器電源が喪失した場合において，計測設備への

代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替

交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備又は可搬型直流

電源設備を使用する。 

＜中略＞ 

 

 炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置の電源は，ヘ(1) 

(ⅱ)b.-①a 非常用ディーゼル発電設備又は非常用直流

電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合にお

いて，代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備又は可搬

型直流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)b.-①a ～ ヘ (1)(ⅱ)b.-

①c は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)b. 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

 

  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

   炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置の電源は，ヘ

(1)(ⅱ)b.-①b 非常用ディーゼル発電設備又は非常用

直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備又は
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可搬型直流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

  炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装置の電源は，ヘ(1) 

(ⅱ)b.-①c 非常用ディーゼル発電設備又は非常用直流

電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合にお

いて，代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内蓄電式直流電源設備又は可搬

型直流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

 常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内

蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電源設備について

は，ヌ,(2),(ⅳ)代替電源設備に記述する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内

蓄電式直流電源設備及び可搬型直流電源設備について

は，「10.2 代替電源設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ.(2).(ⅳ)代替電源設

備」に示す。 

 

  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.4 電源喪失時の計測 

＜中略＞ 

  

 また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が

喪失した場合，特に重要なパラメータとして，ヘ(1)(ⅱ) 

b.-②重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を計測する設備については，温度，圧力，水位及び流量に

係るものについて，ヘ(1)(ⅱ)b.-③乾電池等を電源とし

た可搬型計測器により計測できる設計とする。 

 なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の

選定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャン

ネルが複数ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネ

ルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量

について，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1つ

 また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が

喪失した場合，特に重要なパラメータとして，重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備に

ついては，温度，圧力，水位及び流量に係るものについ

て，乾電池等を電源とした可搬型計測器により計測でき

る設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の

選定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャン

ネルが複数ある場合は，いずれか 1 つの適切なチャンネ

ルを選定し計測又は監視するものとする。同一の物理量

について，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1つ

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が

喪失した場合，ヘ(1)(ⅱ)b.-②a 炉心損傷防止対策及び

格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発

電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを

計測する装置のうち特に重要なパラメータとして，につ

いては，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，

ヘ(1)(ⅱ)b.-③a 乾電池を電源とした可搬型計測器（原

子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，

流量（注水量）等の計測用として測定時の故障を想定し

た予備 1個含む 1セット 24 個（予備 24個（6,7 号機共

用，5号機に保管）））（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)b.-②a 及びヘ(1)(ⅱ)b. 

-②b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)b. 

-②と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)b.-③a 及びヘ(1)(ⅱ)b. 

-③b は，設置変更許可申請書
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の適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとす

る。 

の適切なパラメータを選定し計測又は監視するものとす

る。 

＜中略＞ 

設の設備で兼用（以下同じ。））により計測できる設計と

し，これらを保管する設計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象

の選定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャ

ンネルが複数ある場合は，いずれか 1つの適切なチャン

ネルを選定し計測又は監視するものとする。 

同一の物理量について，複数のパラメータがある場合

は，いずれか 1つの適切なパラメータを選定し計測又は

監視するものとする。 

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)b. 

-③を詳細設計した結果であ

り，整合している。 

 

  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

   また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が

喪失した場合，ヘ(1)(ⅱ)b.-②b 炉心損傷防止対策及び

格納容器破損防止対策等を成功させるために必要な発

電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメータを

計測する装置のうち特に重要なパラメータとして，につ

いては，温度及び水位に係るものについて，ヘ

(1)(ⅱ)b.-③b 乾電池を電源とした可搬型計測器（原子

炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，

流量（注水量）等の計測用として測定時の故障を想定し

た予備 1個含む 1セット 24 個（予備 24個（6,7 号機共

用，5号機に保管）））（計測制御系統施設の設備を核燃料

物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備として兼用（以下同

じ。））により計測できる設計とし，これらを保管する設

計とする。 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象

の選定を行う際の考え方として，同一の物理量につい

て，複数のパラメータがある場合は，いずれか 1つの適

切なパラメータを選定し計測又は監視するものとする。 

 

 

 

 

 

  

27



 

                                                                   ヘ-19 
 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 計測装置等 

  

c. パラメータ記録時に使用する設備 (3) パラメータ記録時に使用する設備 2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

＜中略＞ 

  

 原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，ヘ

(1)(ⅱ)c.-①放射線量率等想定される重大事故等の対応

に必要となるヘ(1)(ⅱ)c.-②重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータが計測又は監視及び記録ができる

設計とする。 

 原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射

線量率等想定される重大事故等の対応に必要となる重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータが計測又は

監視及び記録できる設計とする。 

＜中略＞ 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度等想

定される重大事故等の対応に必要となるヘ(1)(ⅱ)c.-

②a パラメータは，計測又は監視できる設計とする。ま

た，計測結果は中央制御室に指示又は表示し，記録でき

る設計とする。 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）（「7 号機設備」，「6,7 号

機共用，5号機に設置」（以下同じ。））のうち緊急時対策

支援システム伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電源

喪失により保存した記録が失われないようにするとと

もに帳票が出力できる設計とする。また，記録は必要な

容量を保存できる設計とする。 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)c.-①a 及びヘ(1)(ⅱ)c. 

-①b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)c. 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のヘ(1) 

(ⅱ)c.-② a～ヘ(1)(ⅱ)c.-

②c は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヘ(1)(ⅱ)c. 

-②と同義であり，整合してい

る。 

 

  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

  ヘ(1)(ⅱ)c.-①a 使用済燃料貯蔵プールの監視で想

定される重大事故等の対応に必要となるヘ(1)(ⅱ)c.-

②b パラメータは，計測又は監視できる設計とする。ま

た，計測結果は中央制御室に指示又は表示し，記録でき

る設計とする。 

 重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）（「7 号機設備」，「6,7 号

機共用，5号機に設置」）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電源喪失により保

存した記録が失われないようにするとともに帳票が出

力できる設計とする。また，記録は必要な容量を保存で

きる設計とする。 
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  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

    原子炉格納容器内のヘ(1)(ⅱ)c.-①b 線量当量率等

想定される重大事故等の対応に必要となるヘ(1)(ⅱ)c. 

-②c パラメータは，計測又は監視できる設計とする。

また，計測結果は中央制御室に指示又は表示し，記録で

きる設計とする。 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）（「7 号機設備」，「6,7 号

機共用，5号機に設置」）のうち緊急時対策支援システム

伝送装置にて電磁的に記録，保存し，電源喪失により保

存した記録が失われないようにするとともに帳票が出

力できる設計とする。また，記録は必要な容量を保存で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(2) 安全保護回路 6.6  安全保護系 

6.6.1  概要 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 安全保護装置等 

3.1 安全保護装置 

3.1.1 安全保護装置の機能及び構成 

  

 ヘ(2)-①安全保護回路（安全保護系）は，「原子炉停止

回路（原子炉緊急停止系作動回路）」及び「その他の主要

な安全保護回路（工学的安全施設作動回路）」で構成する。 

 

安全保護系は，発電用原子炉の安全性を損なうおそれ

のある異常な過渡状態や誤動作が生じた場合，あるいは，

このような事態の発生が予想される場合に，それを防止

あるいは抑制するために安全保護動作を起こすなどによ

り発電用原子炉を保護するために設ける。この系は，原子

炉緊急停止系を作動させるための原子炉緊急停止系作動

回路及び非常用炉心冷却系等の工学的安全施設を作動さ

せるための工学的安全施設作動回路からなる。 

なお，安全保護系において，原子炉核計装及び原子炉プ

ラント・プロセス計装に係る部分については，「6.2 原子

炉核計装」及び「6.3 原子炉プラント・プロセス計装」

に記載する。 

 ヘ(2)-①安全保護装置は，運転時の異常な過渡変化が

発生する場合又は地震の発生により発電用原子炉の運

転に支障が生ずる場合において，その異常な状態を検知

し及び原子炉緊急停止系その他系統と併せて機能する

ことにより，燃料要素の許容損傷限界を超えないように

できるものとするとともに，設計基準事故が発生する場

合において，その異常な状態を検知し，原子炉緊急停止

系及び工学的安全施設を自動的に作動させる設計とす

る。 

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故時に対処

し得る複数の原子炉非常停止信号及び工学的安全施設

作動信号を設ける設計とする。 

設計及び工事の計画のヘ(2)-

①は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(2)-①と同義

であり，整合している。 

 

29



 

                                                                   ヘ-21 
 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

＜中略＞ 

 6.6.2  設計方針 

＜中略＞ 

3.1.2 安全保護装置の不正アクセス行為等の被害の防

止 

  

 ヘ(2)-②安全保護回路は，不正アクセス行為その他の

電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使

用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止する

設計とする。 

(9) 安全保護系は，不正アクセス行為その他の電子計算

機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目的に

反する動作をさせる行為による被害を防止することがで

きる設計とする。 

6.6.6 手順等 

安全保護系に関して，以下の内容を含む手順を定め，適

切な管理を行う。 

(1) 安全保護系制御装置の保守ツールを施錠管理された

場所に保管するとともに，安全保護系制御装置の保守ツ

ール接続部の施錠については，施錠管理方法を定め運用

する。 

(3) 安全保護系の保守ツールの使用については，保守ツ

ールを施錠管理された場所に保管するとともに，安全保

護系制御装置の保守ツール接続部を施錠することや保守

ツールのパスワード管理により不要なソフトウェアへの

アクセスを制限することを定め，運用する。また，安全保

護系のソフトウェアの使用について検証及び妥当性を確

認することを定め，運用する。 

 ヘ(2)-②安全保護装置は，ディジタル回路で構築する

設計とし，外部ネットワークと物理的分離及び機能的分

離，外部ネットワークからの遠隔操作防止及びウイルス

等の侵入防止並びに物理的及び電気的アクセスの制限

を設け，システムの据付，更新，試験，保守等で，承認

されていない者の操作及びウイルス等の侵入を防止す

る措置を講じることで，不正アクセス行為その他の電子

計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず，又は使用目

的に反する動作をさせる行為による被害を防止できる

設計とする。 

安全保護装置が収納された盤の施錠及び保守ツール

接続部の施錠によりハードウェアを直接接続させない

措置を実施すること，安全保護装置の保守ツールを施錠

管理された場所に保管することや保守ツールのパスワ

ード管理により不要なソフトウェアへのアクセスを制

限することを保安規定に定め，不正アクセスを防止す

る。 

安全保護装置のソフトウェアは，設計，製作，試験及

び変更管理の各段階で検証と妥当性確認を適切に行う

ことを保安規定に定め，不正アクセスを防止する。 

設計及び工事の計画のヘ(2)-

②は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヘ(2)-②と同義

であり，整合している。 

 

(ⅰ) 原子炉停止回路の種類 6.6.4  主要設備 

6.6.4.1  原子炉緊急停止系作動回路 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

1 制御方式及び制御方法 

(2) 発電用原子炉の制御方法 

制御棒の位置の制御方法，原子炉再循環流量の制御方

法，ほう酸水注入設備の制御方法，発電用原子炉の圧力

の制御方法，給水の制御方法及び安全保護系等の制御方

法 

f. 安全保護系等の制御方法 

(a) 安全保護系の制御方法 

  

 ヘ(2)（ⅰ）-①原子炉停止回路（原子炉緊急停止系作

動回路）は，次に示す条件により発電用原子炉をスクラム

させるため，「2 out of 4」方式の回路を設け，4チャン

ネルのうち 2 チャンネル以上の動作によって発電用原子

原子炉緊急停止系の作動回路は，第 6.6－1 図及び第

6.6－2 図に示すように検出器，トリップ・チャンネル，

主トリップ継電器等で構成する。 

検出器は 4 区分に分け，一つの区分には，一つの測定

 ヘ(2)（ⅰ）-①原子炉緊急停止系の作動回路は 4チャ

ンネルで構成され，原子炉スクラム信号により 2チャン

ネル以上が同時にトリップすると原子炉はスクラムす

る。 

設計及び工事の計画のヘ(2)

（ⅰ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヘ(2)

（ⅰ）-①と同義であり，整合
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炉をスクラムさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変数に対して，1個以上の検出器を設ける。また，トリッ

プ・チャンネルは 4チャンネルを設ける。 

各トリップ・チャンネルは，四つの区分の検出器からの

信号を入力し，2区分以上の検出器の動作によりトリップ

する。各トリップ・チャンネルからの信号は，対応するト

リップ・チャンネルに属する主トリップ継電器に入力さ

れ，二つ以上のトリップ・チャンネルがトリップした場

合，発電用原子炉はスクラムする。 

スクラム弁への計装用空気の制御には，ソレノイド作

動のスクラム・パイロット弁を使用する。このスクラム・

パイロット弁は，三方向形で，各水圧制御ユニットのスク

ラム弁に対して，二つのソレノイドのうち一つ，あるいは

両方が励磁状態にある場合は，スクラム弁のダイヤフラ

ムに空気圧がかかって，スクラム弁を閉鎖状態に保つよ

うにしている。二つ以上のトリップ・チャンネルが同時に

トリップすれば，スクラム・パイロット弁の両ソレノイド

が無励磁となり，スクラム弁のダイヤフラムの空気圧が

なくなってスクラム弁は開き，制御棒を挿入することに

より発電用原子炉はスクラムする。 

(1) 原子炉スクラム条件 

発電用原子炉は，以下の条件の場合にスクラムする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜中略＞ している。 
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  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

a. 原子炉圧力高 a. 原子炉圧力高    

     

b. 原子炉水位低 b. 原子炉水位低 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

    

本文（十号） 

原子炉水位低スクラム 

へ(2)(ⅰ）b.-①セパレータ・スカート下端(通常水

位から－119cm)から＋62cm 

へ(2)(ⅰ)b.-②(スクラム遅れ時間 1.05 秒) (レベ

ル 3) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b)，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(a)(a-4)，ハ(2)(ⅱ)b.(b)(b-4)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2)(d-2-4) 

本文（十号） 

原子炉圧力高スクラム 

ヘ(2)（ⅰ）a.-①7.52MPa[gage](76.7kg/cm2g) 

ヘ(2)（ⅰ）a.-②(スクラム遅れ時間 0.55 秒) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b) 

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）a.-①は，設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）a.-①を解析上，保守的に

設定したものであり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）b.-①a 及びへ(2)（ⅰ）b.-①b は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）

b.-①と同義（1285－1224（原子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=＋62）であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）a.-②及びへ(2)（ⅰ）b.-②で使用しているスクラム遅れ時間は，「Ⅴ-

1-5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書」に記載している応答時間と同義であ

り，整合している。 

ヘ(2)（ⅰ）b.-①b 

ヘ(2)（ⅰ）a.-① 

ヘ(2)（ⅰ）b.-①a 
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c. ドライウェル圧力高 c. ドライウェル圧力高    

d. 中性子束高へ(2)(ⅰ）d.-①（平均出力領域モニタ） d. 中性子束高（平均出力領域モニタ）    

     

   
 
 
 

  

本文（十号） 

中性子束高スクラム(出力領域) 

へ(2)(ⅰ）d.-②中性子束として 定格出力の約

102%の 120% 

へ(2)(ⅰ）d.-③(スクラム遅れ時間 0.09 秒) 

へ(2)(ⅰ）d.-④熱流束(相当)として (第 20 図) 

へ(2)(ⅰ）d.-③(スクラム遅れ時間 0.09 秒) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b)，ロ(2)(ⅱ)a.(d) 

ヘ(2)（ⅰ）d.-④ 

ヘ(2)（ⅰ）d.-① ヘ(2)（ⅰ）d.-② 

ヘ(2)（ⅰ）e.-① 

ヘ(2)（ⅰ）f.-①a 

ヘ(2)（ⅰ）f.-①b 
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e. 原子炉周期短へ(2)(ⅰ）e.-①（起動領域モニタ） e. 原子炉周期短（起動領域モニタ）     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

f. 中性子束計装動作不能（起動領域及びへ(2)（ⅰ）f.-

①平均出力領域モニタ） 

 

f. 中性子束計装動作不能（起動領域及び平均出力領域

モニタ） 

 設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅰ）f.-①a 及びへ(2)（ⅰ） 

f.-①b は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のへ(2)（ⅰ）

f.-①と同義であり，整合して

いる。 

 

g. 炉心流量急減 g. 炉心流量急減    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

原子炉周期短スクラム 原子炉周期 10秒 

へ(2)(ⅰ）e.-②(スクラム遅れ時間 0.20 秒) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b)，ハ(2)(ⅱ)d.(d)(d-8) 

本文（十号） 

原子炉は，炉心流量急減信号によりスクラムするも

のとする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(d)，ロ(2)(ⅰ)b.(g) ， 

ハ(2)(ⅱ)b.(f)(f-4)，ハ(2)(ⅱ)b.(g)(g-4) 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）d.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(2)（ⅰ）d.-①と同義であり，整合

している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）d.-②は，設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）d.-②を解析上，保守的に

設定したものであり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）d.-③及びへ(2)(ⅰ）e.-②で使用しているスクラム遅れ時間は，「Ⅴ-1-

5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書」に記載している応答時間と同義であ

り，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）d.-④は，設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）d.-④を解析上，保守的に

設定したものであり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）e.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(2)（ⅰ）e.-①と同義であり，整合

している。 

ヘ(2)（ⅰ）i.-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅰ）g.-①は，設置変更許可

申請書（本文（十号））のへ(2)

（ⅰ）g.-①と同義であり，整

合している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文（十号） 

へ(2)（ⅰ）g.-①炉心流量急減(スクラム)設定点 

(第 22 図) 

 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(k)，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3) 

 

ヘ(2)（ⅰ）g.-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

h. 制御棒駆動機構充てん水圧力低 h. 制御棒駆動機構充てん水圧力低    

i. 主蒸気隔離弁閉 i. 主蒸気隔離弁閉  設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅰ）i.-①は，設置変更許可

申請書（本文（十号））のへ(2)

（ⅰ）i.-①と同義であり，整

合している。 

 

設置変更許可申請書（本文（十

号））のへ(2)（ⅰ）i.-②で使

用しているスクラム遅れ時間

は，「Ⅴ-1-5-3 発電用原子炉

の運転を管理するための制御

装置に係る制御方法に関する

説明書」に記載している応答

時間と同義であり，整合して

いる。 

 

j. へ(2)（ⅰ）j.-①タービン主蒸気止め弁閉 j. タービン主蒸気止め弁閉    

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

本文（十号） 
主蒸気隔離弁閉スクラム 90%へ(2)（ⅰ）i.-①ス

トローク位置 

へ(2)（ⅰ）i.-②(スクラム遅れ時間 0.06 秒) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b) ，ロ(2)(ⅲ)b.(e) 

本文（十号） 

へ(2)（ⅰ）j.-①タービン主蒸気止め弁閉スクラム 

 90%へ(2)（ⅰ）j.-②ストローク位置へ(2)（ⅰ）

j.-③(スクラム遅れ時間 0.06 秒) 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(b) 

ヘ(2)（ⅰ）j.-① 

ヘ(2)（ⅰ）k.-① 

ヘ(2)（ⅰ）j.-② 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

k. へ(2)（ⅰ）k.-①タービン蒸気加減弁急速閉 k. タービン蒸気加減弁急速閉    

     

l. 主蒸気管放射能高 l. 主蒸気管放射能高    

m. 地震加速度大 m. 地震加速度大  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 なお，へ(2)（ⅰ）m.-①原子炉緊急停止系作動回路の

電源喪失，モード・スイッチ「停止」及び手動の場合にも

発電用原子炉はスクラムする。 

n. 手動 

o. モード・スイッチ「停止」 

＜中略＞ 

 

   

 (2) フェイル・セイフ 

＜中略＞ 

なお，原子炉緊急停止系作動回路の電源喪失時には，

“フェイル・セイフ”の機能によりスクラムする。 

 設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅰ）m.-①は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(2)

（ⅰ）m.-①と同義であり，整

合している。 

 

本文（十号） 

へ(2)（ⅰ）k.-①タービン蒸気加減弁急速閉 

制御油圧低（4.12MPa[gage]）へ(2)（ⅰ）k.-②（遅

れ時間 0.08 秒） 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅱ)b.(b)a) ，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-4)，ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-

2)(c-2-4)，ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-4)(c-4-4)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-1)(d-1-4) 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）j.-①は，設置変更許可申請書（本文）のへ(2)（ⅰ）j.-①と同義であり，整合してい

る。 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）j.-②は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）j.-②と同義であり，整合

している。 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅰ）k.-①は，設置変更許可申請書（本文）のへ(2)（ⅰ）k.-①と同義であり，整合してい

る。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅰ）j.-③及びへ(2)(ⅰ）k.-②で使用しているスクラム遅れ時間は，「Ⅴ-1-

5-3 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書」に記載している応答時間と同義であ

り，整合している。 

 

ヘ(2)（ⅰ）m.-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) その他の主要な安全保護回路の種類 6.6.4.3  工学的安全施設作動回路 

(1) 工学的安全施設作動回路 

   

 へ(2)（ⅱ）-①その他の主要な安全保護回路（工学的

安全施設作動回路）には，次のものを設ける。 

工学的安全施設作動回路の主要な機能には，次のよう

なものがある。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））へ(2)（ⅱ）-①に整合

していることは，本資料にて

個別に示す。 

 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

a. 原子炉水位低，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低，

主蒸気管流量大，主蒸気管トンネル温度高，復水器真空度

低のいずれかの信号による主蒸気隔離弁の閉鎖 

a. 原子炉水位低，主蒸気管放射能高，主蒸気管圧力低，

主蒸気管流量大，主蒸気管トンネル温度高，復水器真空度

低のいずれかの信号による主蒸気隔離弁の閉鎖 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本文（十号） 
原子炉水位低（主蒸気隔離弁閉止）設定点 

へ(2)（ⅱ）a.-①セパレータスカート下端から 

-203cm（レベル 1.5） 

 

へ(2)（ⅱ）a.-②主蒸気隔離弁は，主蒸気管流量大

の信号により 0.5 秒の動作遅れ時間を含み，事故後

5 秒で全閉するものとする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(k)，ロ(2)(ⅲ)b.(d),ロ(2)(ⅲ)e.(h), 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3) 
ヘ(2)（ⅱ）a.-①b 

ヘ(2)（ⅱ）a.-①a 

38



 

                                                                   ヘ-30 
 

K
7
 
①

 Ⅴ
-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅱ）a.-①a 及びへ(2)（ⅱ）a.-①b は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅱ）

a.-①と同義（1020－1224（原子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=－203）であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅱ）a.-②で使用しているスクラム遅れ時間は，「Ⅴ-1-5-3 発電用原子炉の

運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書」に記載している応答時間と同義であり，整合している。ま

た，主蒸気隔離弁の閉鎖時間を 4.5 秒と解析上設定して，スクラム遅れ時間を含めて合計 5 秒で全閉するとしており，設計

及び工事の計画と整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

b. ドライウェル圧力高，原子炉水位低，へ(2)（ⅱ）b.-

①原子炉建屋原子炉区域放射能高のいずれかの信号によ

るへ(2)（ⅱ）b.-②常用換気系の閉鎖と非常用ガス処理

系の起動 

b. ドライウェル圧力高，原子炉水位低，原子炉建屋原子

炉区域放射能高のいずれかの信号による常用換気系の閉

鎖と非常用ガス処理系の起動 

   

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅱ）b.-①は，設置変更許可

申請書（本文）のへ(2)（ⅱ）

b.-①を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

 

 

 

本文（十号） 

へ(2)（ⅱ）b.-①原子炉区域放射能高の信号により

非常用ガス処理系が起動するものとする。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅲ)c.(g) ヘ(2)（ⅱ）b.-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 換気設備，生体遮蔽装置 

2.2 換気設備 

2.2.2 原子炉区域・タービン区域換気空調系 

＜中略＞ 

  

  また，原子炉区域の給気及び排気ダクトには，それぞ

れ 2個の空気作動の隔離弁を設け，へ(2)（ⅱ）b.-②原

子炉建屋原子炉区域放射能高等の信号により，隔離弁を

自動閉鎖するとともに原子炉区域・タービン区域換気空

調系から非常用ガス処理系に切り替わることで放射性

物質の放散を防ぐ設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅱ）b.-②は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(2)

（ⅱ）b.-②を具体的に記載し

ており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

7 工学的安全施設等の起動信号，工学的安全施設等の

起動に要する信号及び工学的安全施設等の起動信号を

発信させない条件 

  

c. 原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号による

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び低圧注水系の

起動 

c. 原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号による

高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系及び低圧注水系の

起動 

   

     

本文（十号） 
へ(2)（ⅱ）c.-①原子炉水位低（原子炉隔離時冷却系

（補給水機能）起動）設定点 

セパレータスカート下端から-58cm（レベル 2） 

原子炉水位低（高圧炉心注水系，原子炉隔離時冷却系

起動）設定点 

へ(2)（ⅱ）c.-②セパレータスカート下端から-203cm

（レベル 1.5） 

原子炉水位低（低圧注水系起動）設定点 

へ(2)（ⅱ）c.-③セパレータスカート下端から-287cm

（レベル 1） 

ドライウェル圧力高（非常用炉心冷却系起動）設定点 

ドライウェル圧力 13.7kPa[gage]  
 
・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(e)，ロ(2)(ⅰ)a.(k)， 
ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(b)(b-7)，ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-1)(c-1-5)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(c)(c-4)(c-4-5)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-1)(d-1-5)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2)(d-2-6)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2)(d-2-7)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-9)，ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-10)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(g)(g-5)，ハ(2)(ⅱ)b.(g)(g-6) ヘ(2)（ⅱ）c.-②c 

 

ヘ(2)（ⅱ）c.-②a 

ヘ(2)（ⅱ）c.-②b 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

整合性 

・設置変更許可申請書（本文（十号））において許可を受けたへ(2)（ⅱ）c.-①は，設置許可のみの要求事項であり，本設工

認の対象外である。 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅱ）c.-②a～へ(2)（ⅱ）c.-②c は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅱ）c.-

②と同義（1020－1224（原子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=－203）であり，整合している。 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅱ）c.-③a 及びへ(2)（ⅱ）c.-③b は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(2)（ⅱ）

c.-③と同義（936－1224（原子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=－287）であり，整合している。 

ヘ(2)（ⅱ）c.-③b 

ヘ(2)（ⅱ）c.-③a 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

d. 原子炉水位低及びドライウェル圧力高の同時信号に

よる自動減圧系の作動 

d. 原子炉水位低及びドライウェル圧力高の同時信号に

よる自動減圧系の作動 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅱ）d.-①a 及びへ(2)（ⅱ）

d.-①b は，設置変更許可申請

書（本文（十号））のへ(2)（ⅱ）

d.-①と同義（936－1224（原

子炉圧力容器零レベル）＋1

（蒸気乾燥器－セパレータ）=

－287）であり，整合している。 

 

本文（十号） 

原子炉水位低（自動減圧系作動）設定点 

へ(2)（ⅱ）d.-①セパレータスカート下端から 

-287cm（レベル 1） 

ドライウェル圧力高（自動減圧系作動）設定点 

ドライウェル圧力 13.7kPa[gage] 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(k)，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 

 

 ヘ(2)（ⅱ）d.-①b 

ヘ(2)（ⅱ）d.-①a 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

＜中略＞ 

  

e. へ(2)（ⅱ）e.-①原子炉水位低又はドライウェル圧

力高の信号によるへ(2)（ⅱ）e.-②非常用ディーゼル発

電機の起動 

e. 原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号による

非常用ディーゼル発電機の起動 

 へ(2)（ⅱ）e.-②非常用ディーゼル発電設備は，非常

用高圧母線低電圧信号又はへ(2)（ⅱ）e.-①非常用炉心

冷却設備作動信号で起動し，設置（変更）許可を受けた

原子炉冷却材喪失事故における工学的安全施設の設備

の作動開始時間を満足する時間である 13 秒以内に電圧

を確立した後は，各非常用高圧母線に接続し，負荷に給

電する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅱ）e.-①は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(2)

（ⅱ）e.-①と同義であり，整

合している。 

 

設計及び工事の計画のへ(2)

（ⅱ）e.-②は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(2)

（ⅱ）e.-②を全て含んでお

り，整合している。 

 

     

本文（十号） 

・へ(2)（ⅱ）e.-①原子炉水位低（非常用ディーゼ

ル発電機(区分Ⅱ及びⅢ)起動）設定点 セパレー

タ・スカート下端から-203cm（レベル 1.5） 

・原子炉水位低(非常用ディーゼル発電機(区分Ⅰ)

起動)設定点 セパレータ・スカート下端から-

287cm(レベル 1) 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅰ)a.(k) 
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  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

7 工学的安全施設等の起動信号，工学的安全施設等の

起動に要する信号及び工学的安全施設等の起動信号を

発信させない条件 

  

f. 原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号による

へ(2)（ⅱ）f.-①主蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉鎖 

f. 原子炉水位低又はドライウェル圧力高の信号による

主蒸気隔離弁以外の隔離弁の閉鎖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

ヘ(2)（ⅱ）f.-①a 

ヘ(2)（ⅱ）f.-①a 

ヘ(2)（ⅱ）f.-①b 

ヘ(2)（ⅱ）f.-①b 

ヘ(2)（ⅱ）f.-①c 

ヘ(2)（ⅱ）f.-①c 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(2)（ⅱ）f.-①a～へ(2)（ⅱ）f.-①c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(2)（ⅱ）f.-①を具体的

に記載しており，整合している。 
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(3) 制御設備 6.1  原子炉制御系 

6.1.1  原子炉制御系 

6.1.1.4  主要設備 

6.1.1.4.1  原子炉出力制御系 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

  

 へ(3)-①発電用原子炉の反応度制御及び出力制御は，

制御棒の位置調整及び冷却材の再循環流量の調整により

行う。 

原子炉出力制御系は，反応度制御系及びタービン制御

系からなる。更に反応度制御系は，制御棒及び制御棒駆動

系，並びに再循環流量制御系からなる。 

＜中略＞ 

 へ(3)-①発電用原子炉施設には，制御棒の挿入位置を

調節することによって反応度を制御する制御棒及び制

御棒駆動系，再循環流量を調整することによって反応度

を制御する原子炉再循環流量制御系の独立した原理の

異なる反応度制御系統を施設し，計画的な出力変化に伴

う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超えること

なく制御できる能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のへ(3)-

①は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のへ(3)-①を具体

的に記載しており，整合して

いる。 

 

 6.1.2  原子炉停止系 

6.1.2.1  概要 

6.1.2.1.2  設備の機能 

   

 原子炉停止系における制御棒及び制御棒駆動系は，原

子炉停止機能を持ち，原子炉停止は，制御棒を炉心に挿入

することにより行う。 

制御棒及び制御棒駆動系は，通常の運転操作に必要な

速度で制御棒を炉心に挿入，引抜きを行う。また，緊急時

には急速に制御棒を炉心内に挿入して原子炉をスクラム

（原子炉緊急停止）する。 

ほう酸水注入系は，制御棒の挿入不能の場合に，原子炉

に中性子吸収材を注入して負の反応度を与えて原子炉を

停止する。 
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(ⅰ) 制御材の個数及び構造 第 6.1.2－1 表 制御棒の主要仕様 【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

a. 制御棒本数 205 本数 205 

形式 十字形 

材料 ステンレス鋼（中性子吸収材以外の部分） 

有効長さ 約 3.63m 

ブレード幅 約 250mm 

   

 

 

 

 

 

b. 中性子吸収材 へ(3)(ⅰ)b.-①ほう素（ボロン・カ

ーバイド粉末）へ(3)(ⅰ)b.-②及びハフニウム 

（タイプ 1） 

重量 約 80kg 

ブレード厚さ 約 8mm 

シース肉厚 約 1.1mm 

中性子吸収材 

吸収材 ボロン・カーバイド粉末 

個数 ボロン・カーバイド粉末入り被覆管 72 本 

   （制御棒 1 本当たり） 

被覆管外径 約 5.6mm 

被覆管内径 約 4.2mm 

（タイプ 2） 

重量 約 100kg 

ブレード厚さ 約 8mm 

シース肉厚 約 1.1mm 

中性子吸収材 

吸収材 ハフニウム板 

個数 ハフニウム板 64 枚（制御棒 1 本当たり） 

ハフニウム板厚 約 1mm～約 2mm 

ハフニウム板長さ 約 450mm 

ハフニウム板幅 約 100mm 

（タイプ 3） 

重量 約 100kg 

ブレード厚さ 約 8mm 

シース肉厚 約 1.1mm 

中性子吸収材 

吸収材 ハフニウムフラットチューブ 

個数 ハフニウムフラットチューブ 16 本 

   （制御棒 1 本当たり） 

ハフニウムフラットチューブ板厚 約 1mm～約 2mm 

ハフニウムフラットチューブ長さ 約 1,800mm 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(3)(ⅰ)b.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ

(3)(ⅰ)b.-①と同義であり，整合している。 

 

へ(3)(ⅰ)b.-① 
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ハフニウムフラットチューブ幅 約 50mm 

   設置変更許可申請書（本文（五

号））において許可を受けたへ

(3)(ⅰ)b.-②は，ほう素（ボ

ロン・カーバイド粉末）のみ

を申請範囲としている本設工

認の対象外である。 

 

c. 制御棒の構造 6.1  原子炉制御系 

6.1.2  原子炉停止系 

6.1.2.4  主要設備 

6.1.2.4.1  制御棒及び制御棒駆動系 

(1) 制御棒 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

  

 制御棒は，十字形に組合わせたステンレス鋼製の U 字

形シースの中にへ(3)（ⅰ）c.-①中性子吸収材（ボロン・

カーバイド粉末を充てんしたステンレス鋼管，へ(3)（ⅰ）

c.-②又はハフニウムフラットチューブ）を納めたもので

ある。各制御棒は 4 体のへ(3)（ⅰ）c.-③燃料集合体の

中央に，炉心全体にわたって一様に配置する。 

制御棒は，十字形に組合せたステンレス鋼製の U 字形

シースの中に中性子吸収材（ボロン・カーバイド粉末を充

てんしたステンレス鋼管，ハフニウム板又はハフニウム

フラットチューブ）を納めたものである。 

ボロン・カーバイド粉末は，理論密度の約 70%に振動充

てんして，またハフニウム板及びハフニウムフラットチ

ューブは，純度 95%以上のものを使用する。205 本の制御

棒は，第 6.1.2－4 図に示すように，それぞれ 4体の燃料

集合体の中央に約 310mm のピッチで炉心全体にわたって

一様に配置する。 

＜中略＞ 

 制御棒は，十字形に組み合わせたステンレス鋼製の U

字形シースの中にへ(3)（ⅰ）c.-①a 中性子吸収材を納

めたものであり，各制御棒は 4体のへ(3)（ⅰ）c.-③燃

料体の中央に，炉心全体にわたって一様に配置する設計

とする。 

 制御棒の駆動は，電動・水圧駆動方式の制御棒駆動機

構により，原子炉圧力容器底部から行う設計とする。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のへ(3) 

(ⅰ)c.-①a 及びへ(3)(ⅰ)c. 

-①b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のへ(3)(ⅰ)c. 

-①と同義であり，整合してい

る。 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））において許可を受けたへ

(3)（ⅰ）c.-②は，ボロン・

カーバイド粉末を充てんした

ステンレス鋼管のみを申請範

囲としている本設工認の対象

外である。 

 

設計及び工事の計画の へ

(3)(ⅰ)c.-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のへ

(3)(ⅰ)c.-③と同義であり，

整合している。 
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 第 6.1.2－1 表 制御棒の主要仕様 【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

  

 

 

へ(3)（ⅰ）c.-④中性子吸収材部分の長さは約 3.6m であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 数 205 

形 式 十字形 

材 料 ステンレス鋼（中性子吸収材以外の部分） 

有効長さ 約 3.63m 

ブレード幅 約 250mm 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅰ）c.-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)

（ⅰ）c.-④を詳細に記載しており，整合している。 

 

へ(3)(ⅰ)c.-①b 

へ(3)(ⅰ)c.-④ 
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(ⅱ) 制御材駆動設備の個数及び構造 6.1  原子炉制御系 

6.1.2  原子炉停止系 

6.1.2.4  主要設備 

6.1.2.4.1  制御棒及び制御棒駆動系 

(2) 制御棒駆動機構 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.1 反応度制御系統及び原子炉停止系統共通 

  

 へ(3)（ⅱ）-①制御材駆動設備（制御棒駆動系）は，制

御棒の位置を調整するために設ける。 

また，スクラム時の制御棒の位置指示のため，ハウジン

グの外側にスクラム位置検出プローブを設置する。 

＜中略＞ 

発電用原子炉施設には，へ(3)（ⅱ）-①制御棒の挿入

位置を調節することによって反応度を制御する制御棒

及び制御棒駆動系，再循環流量を調整することによって

反応度を制御する原子炉再循環流量制御系の独立した

原理の異なる反応度制御系統を施設し，計画的な出力変

化に伴う反応度変化を燃料要素の許容損傷限界を超え

ることなく制御できる能力を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(3)

（ⅱ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(3)

（ⅱ）-①と同義であり，整合

している。 
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 第 6.1.2－2 表 制御棒駆動系主要仕様 【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

 制御棒駆動水ポンプ 2台（うち 1台は予備） 

流量制御弁 2個（うち 1 個は予備） 

駆動水フィルタ 2個（うち 1個は予備） 

   

a. 個数 205（制御棒駆動機構） 水圧制御ユニット 103 個    

     103（水圧制御ユニット） 制御棒駆動機構 205 個    

 連続挿入・引抜速度 30±3mm/s 

スクラム時挿入時間 1.44 秒以下（全ストロークの 60%

挿入，定格圧力で全炉心平均） 

2.80 秒以下（全ストロークの 100%

挿入，定格圧力で全炉心平均） 

水圧制御ユニット充てん圧力 約 150kg/cm2g 
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b. 構造 6.1  原子炉制御系 

6.1.2  原子炉停止系 

6.1.2.4  主要設備 

6.1.2.4.1  制御棒及び制御棒駆動系 

(3) 制御棒駆動水圧系 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

  

 へ(3)（ⅱ）b.-①制御棒駆動系は，制御棒駆動機構，水

圧制御ユニット，ポンプ等で構成する。 

 制御棒駆動機構は，電動・水圧駆動方式のものであり，

各制御棒に独立して設ける。通常駆動時へ(3)（ⅱ）b.-

②の駆動源は，電動機であり，スクラム時の駆動源は，

水圧制御ユニットのアキュムレータの高圧窒素により加

圧された駆動水である。 

第 6.1.2－1 図に制御棒駆動水圧系を示す。制御棒駆動

水圧系の主要な構成要素には，制御棒駆動水ポンプ，水圧

制御ユニット等がある。 

＜中略＞ 

(2) 制御棒駆動機構 

制御棒駆動機構は，通常操作時は電動駆動で，スクラム

時は水圧駆動形式のものである。制御棒駆動機構の概要

を第 3.1－3 図に示す。この基本構成要素は，カップリン

グ，ボールねじ，ボールナット，中空ピストン，アウター

チューブ，スプールピース，電動機等である。 

＜中略＞ 

(3) 制御棒駆動水圧系 

 制御棒駆動水圧系の主要な構成要素には，制御棒駆動

水ポンプ，水圧制御ユニット等がある。 

 制御棒駆動水圧系は，制御棒駆動機構へのパージ水並

びにスクラム動作に必要な水圧及び流量を供給する。 

 また，本系により原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

する 10mm（3/8 インチ）径相当程度の配管破断に対して

燃料の許容設計限界を超えることなく十分に給水でき

る。 

＜中略＞ 

へ(3)（ⅱ）b.-①a 制御棒の駆動は，電動・水圧駆動

方式の制御棒駆動機構により，原子炉圧力容器底部から

行う設計とする。 

通常駆動時は，電動機へ(3)（ⅱ）b.-②で駆動し，原

子炉緊急停止時は，水圧制御ユニットアキュムレータの

高圧窒素により加圧された駆動水を供給することで制

御棒を駆動する設計とする。なお，へ(3)（ⅱ）b.-①b103

個の水圧制御ユニットのうち 102 個はそれぞれ 2 個の

制御棒駆動機構に，残る 1個は 1個の制御棒駆動機構に

接続する。 

原子炉冷却材の漏えいが生じた場合，その漏えい量が

10mm（3／8インチ）径の配管破断に相当する量以下の場

合は制御棒駆動水ポンプで補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

 制御棒駆動機構は，各制御棒に独立して設けられた電

動・水圧駆動方式のものであり，へ(3)（ⅱ）b.-①c カ

ップリング，ボールねじ，ボールナット，中空ピストン，

アウターチューブ，スプールピース，電動機等で構成さ

れ，制御棒の駆動動力源である電源が喪失した場合にお

いて，中空ピストンのラッチ機構によって制御棒を現状

位置に保持することができ，また，電動機には無励磁で

ロック状態となるブレーキ機構を設け，制御棒を現状位

置に保持することができ，発電用原子炉の反応度を増加

させる方向に作動させない設計とする。 

 また，制御棒と制御棒駆動機構の結合は，制御棒ある

いは制御棒駆動機構を軸中心に 45°回転させなければ

外れない構造（バイオネット・カップリング）とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のへ(3)

（ⅱ）b.-①a～へ(3)（ⅱ）b.-

①c は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のへ(3)（ⅱ）

b.-①を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のへ(3)

（ⅱ）b.-②は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(3)

（ⅱ）b.-②と同義であり，整

合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 (2) 制御棒駆動機構 

＜中略＞ 

1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

  

 なお，へ(3)（ⅱ）b.-③a 制御棒駆動機構は，制御棒が

万一落下した場合でも，その落下速度を 0.7m/s 以下に制

限するようにしている。 

 

 

 

 

なお，万一，制御棒の落下が生じたとしても，このラッ

チ機構により落下距離は 210mm 以内に抑えることができ

るようにする。 

＜中略＞ 

 反応度が大きく，かつ急激に投入される事象による影

響を小さくするため，へ(3)（ⅱ）b.-③制御棒の落下速

度を設置（変更）許可を受けた「制御棒落下」の評価で

想定した落下速度以下に制御棒駆動機構の中空ピスト

ンのダッシュポット効果により制限することで，反応度

添加率を抑制する。 

また，「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜

き」の評価で想定した制御棒引抜速度以下に制限するこ

とで，反応度添加率を抑制するとともに，零出力ないし

低出力においては，運転員の制御棒引抜操作を制限する

補助機能として，制御棒価値ミニマイザを設けること

で，引き抜く制御棒の最大反応度価値を制限する。 

さらに，中性子束高及び原子炉周期（ペリオド）短に

よる原子炉スクラム信号を設ける設計とする。 

これらにより，想定される反応度投入事象発生時に燃

料の最大エンタルピや原子炉圧力の上昇を低く抑え，原

子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず，かつ，炉心の冷

却機能を損なうような炉心，炉心支持構造物及び原子炉

圧力容器内部構造物の破損を生じさせない設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(3)

（ⅱ）b.-③は，設置変更許可

申請書（本文）のへ(3)（ⅱ）

b.-③a 及びへ(3)（ⅱ）b.-③

a を具体的に記載しており，

整合している。 

 

本文（十号） 

落下速度は，中空ピストンのダッシュポット効果に

よってへ(3)（ⅱ）b.-③b 制限される 0.7m/s とす

る。 

 

・記載箇所 

ロ(2)(ⅱ)a.(c) 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 (3) 制御棒駆動水圧系 

＜中略＞ 

   

 へ(3)（ⅱ）b.-④103 個の水圧制御ユニットのうち 102

個はそれぞれ 2 個の制御棒駆動機構に，残る 1 個は 1 個

の制御棒駆動機構に接続する。 

103 個の水圧制御ユニットのうち，102 個はそれぞれ 2

個の制御棒駆動機構に，残る 1 個は 1 個の制御棒駆動機

構に接続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅱ）b.-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)

（ⅱ）b.-④と同義であり，整合している。 

 

へ(3)（ⅱ）b.-④ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 へ(3)（ⅱ）b.-⑤ポンプは，各制御棒駆動機構及び水

圧制御ユニットに共用である。 

また，一つの水圧制御ユニットに組合される制御棒駆

動機構は，停止余裕を満足するよう制御棒間の距離を十

分離して配置する。各水圧制御ユニットは，スクラム弁，

アキュムレータ等で構成する。 

＜中略＞ 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））において許可を受けたへ

(3)（ⅱ）b.-⑤は，新規制基

準対応設備を申請範囲として

いる本設工認の対象外であ

る。 

 

 第 6.1.2－2 表 制御棒駆動系主要仕様    

c. 取付箇所 へ(3)（ⅱ）c.-①原子炉圧力容器底部 ＜中略＞    

d. 挿入時間及び駆動速度     

スクラム挿入時間（全炉心平均） 

全ストロークの 60%挿入まで 

1.44 秒以下（定格圧力時） 

全ストロークの 100%挿入まで 

2.80 秒以下（定格圧力時） 

スクラム時挿入時間 1.44 秒以下（全ストロークの 60%

挿入，定格圧力で全炉心平均） 

2.80 秒以下（全ストロークの 100%

挿入，定格圧力で全炉心平均） 

＜中略＞ 

   

 

 

    

 

第 6.1.2－2 表 制御棒駆動系主要仕様 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

   

通常時駆動速度 へ(3)（ⅱ）d.-②a 約 3cm/s 連続挿入・引抜速度 30±3mm/s 

＜中略＞ 

   

     

本文（十号） 

スクラム時挿入時間  

全ストロークの 60%でへ(3)（ⅱ）d.-①a1.71 秒 

全ストロークの 100%でへ(3)（ⅱ）d.-①b3.70 秒 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(c) 

本文（十号） 

へ(3)（ⅱ）d.-②b 制御棒は，引抜速度の上限値 3.3cm

／s で引き抜かれるとする。 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅱ)a.(a)c)，ハ(2)(ⅱ)d.(d)(d-7) 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅱ）c.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)（ⅱ）c.-①を詳細に記載しており，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(3)（ⅱ）d.-①a 及びへ(3)（ⅱ）d.-①b は，設計及び工事の計画のへ(3)（ⅱ）d.-①を解析上，保守的に設定

しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅱ）d.-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)（ⅱ）d.-②a と同義（3cm/s＝30mm/s）であり，整合している。

また，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(3)（ⅱ）d.-②b は，設計及び工事の計画のへ(3)（ⅱ）d.-②を解析上，保守的に設定しており，整合して

いる。 

へ(3)（ⅱ）ｃ.-① 

へ(3)（ⅱ）d.-② 
へ(3)（ⅱ）d.-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅲ) 反応度制御能力 1. 安全設計 

1.2  発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指

針への適合 

指針 22. 原子炉停止能力 

適合のための設計方針 

1.について 

＜中略＞ 

   

a. 反応度制御能力 反応度制御能力 約 0.18Δk（最大過剰増倍率約 O.14Δk

の場合） 

   

約 0.18Δk（へ(3)（ⅲ）a.-①最大過剰増倍率 0.14Δk の

場合） 

    

b. へ(3)（ⅲ）a.-②制御棒（同一の水圧制御ユニット

に属する 1 組又は 1 本）が抜けているときの反応度停止

余裕 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

へ(3)（ⅲ）a.-① 

へ(3)（ⅲ）a.-② 

へ(3)（ⅲ）a.-③ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様 

＜中略＞ 

   

実効増倍率 へ(3)（ⅲ）a.-③keff ＜ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停止時実効増倍率 ｋeff≤0.95 

＜中略＞ 

   

(4) 非常用制御設備     

(ⅰ) 制御材の個数及び構造 6. 計測制御系統施設 

6.1  原子炉制御系 

6.1.2  原子炉停止系 

6.1.2.4  主要設備 

6.1.2.4.2  ほう酸水注入系 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

  

 へ(4)（ⅰ）-①非常用制御設備としてほう酸水注入系

を設ける。この系は，手動でほう酸水注入系ポンプを起動

して中性子を吸収するほう素（五ほう酸ナトリウム溶液）

を炉心に注入し，発電用原子炉を停止するものである。 

 

ほう酸水注入系は，制御棒の挿入不能によって原子炉

の低温停止ができない場合に，中性子吸収材を高圧炉心

注水スパージャから注入して毎分0.001Δk以上の負の反

応度を与え，原子炉を徐々に低温停止する能力をもって

いる。予備的計算によれば，ほう酸水注入系は約 30 分間

で低温停止に必要な負の反応度を印加する能力を有して

いる。 

中性子吸収材としては，原子炉を定格出力運転状態か

ら 0.05Δk 以上の余裕をもって低温停止し，この状態に

維持することができる濃度の五ほう酸ナトリウム溶液を

使用する。 

 ほう酸水注入系へ(4)（ⅰ）-①は，制御棒挿入による

原子炉停止が不能になった場合，手動で中性子を吸収す

るほう酸水（五ほう酸ナトリウム溶液）を炉心に注入す

る設備であり，単独で定格出力運転中の発電用原子炉を

高温状態及び低温状態において十分未臨界に維持でき

るだけの反応度効果を持つ設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(4)

（ⅰ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅰ）-①と同義であり，整合

している。 

 

 

 第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様    

系統数 へ(4)（ⅰ）-②1 系統数 1  設置変更許可申請書（本文（五

号））のへ(4)（ⅰ）-②は，設

計及び工事の計画の「第 5-3-

1-3-1 図 計測制御系統施設

のうちほう酸水注入設備（ほ

う酸水注入系）の系統図（そ

の 1）（設計基準対象施設）」の

 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅲ）a.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)（ⅲ）

a.-①と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅲ）a.-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)（ⅲ）

a.-②と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(3)（ⅲ）a.-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(3)（ⅲ）

a.-③と同義であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

記載と同義であり，整合して

いる。 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

2 制御材に係る次の事項 

  

中性子吸収体 へ(4)（ⅰ）-③ほう素（五ほう酸ナトリ

ウム溶液） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中性子吸収材 ほう素（五ほう酸ナトリウム溶液） 

＜中略＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(4)

（ⅰ）-③は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅰ）-③と同義であり，整合

している。 

 

へ(4)（ⅰ）-③ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 主要な機器の個数及び構造     

a. ほう酸水注入系ポンプ 

台数 へ(4)（ⅱ）a.-①1（予備 1） 

容量 へ(4)（ⅱ）a.-②約 11m3/h/台 

ポンプ 

台数 2（うち 1 台は予備） 

容量 約 11m3/h/台 

   

     

揚程 へ(4)（ⅱ）a.-④約 860m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

揚程 約 860m    

本文（十号） 

へ(4)（ⅱ）a.-③190L/min の流量 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-11) 

へ(4)（ⅱ）a.-① 

へ(4)（ⅱ）a.-④ 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(4)（ⅱ）a.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅱ）a.-①と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(4)（ⅱ）a.-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅱ）a.-②を詳細に記載しており，整合している。 

・へ(4)（ⅱ）a.-③ 11.4m3/h÷60min×1000＝190L/min 

・へ(4)（ⅱ）a.-④ 8.43MPa×１000÷9.8＝860m 

 

へ(4)（ⅱ）a.-② 

へ(4)（ⅱ）a.-③ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

b. ほう酸水注入系貯蔵タンク 

 

基数 1 

容量 へ(4)（ⅱ）b.-①約 30m3 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様 

＜中略＞ 

ほう酸水貯蔵タンク 

材料 ステンレス鋼 

基数 1 

容量 約 30m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

へ(4)（ⅱ）b.-① 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(4)（ⅱ）b.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅱ）b.-①を詳細に記載しており，整合している。 

 

63



 

                                                                   ヘ-55 
 

K
7
 
①

 Ⅴ
-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅲ) 反応度制御能力 第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

＜中略＞ 

  

 へ(4)（ⅲ）-①この系は，全制御棒が挿入不能の場合

でも発電用原子炉を低温停止する能力を持っている。  

 

 へ(4)（ⅲ）-①ほう酸水注入系は，制御棒挿入による

原子炉停止が不能になった場合，手動で中性子を吸収す

るほう酸水（五ほう酸ナトリウム溶液）を炉心に注入す

る設備であり，単独で定格出力運転中の発電用原子炉を

高温状態及び低温状態において十分未臨界に維持でき

るだけの反応度効果を持つ設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のへ(4)

（ⅲ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(4)

（ⅲ）-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

2 制御材に係る次の事項 

  

停止時実効増倍率 へ(4)（ⅲ）-②keff ＜ 0.95 

反応度印加速度 0.001Δk／min 以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停止時実効増倍率 ｋeff≤0.95 

反応度印加速度 最低 0.001Δk/min 

＜中略＞ 

   

へ(4)（ⅲ）-② 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(4)（ⅲ）-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(4)（ⅲ）

-②と同義であり，整合している。 
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(5) その他の主要な事項 6.1  原子炉制御系 

6.1.3  運転監視装置 

6.1.3.4  主要設備 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

  

(ⅰ) 制御棒引抜阻止回路 (1) 制御棒引抜阻止回路 1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

  

 へ(5)（ⅰ）-①次のような場合には制御棒引抜きを阻

止する。 

a.モード・スイッチが「停止」位置にある場合 

b.モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，燃

料取替用クレーン位置が原子炉上部にあり，荷重状態の

とき 

c.モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，引

抜かれている制御棒が同一の水圧制御ユニットに属する

1組又は 1本のとき 

d.モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，制

御棒駆動機構充てん水圧力低によるスクラム信号がバイ

パスされているとき 

e.制御棒駆動機構充てん水圧力低のとき 

f.モード・スイッチが「起動」位置にある場合で，起動領

域モニタの原子炉周期短，指示高，指示低又は動作不能の

とき 

g.モード・スイッチが「起動」又は「運転」位置にある場

合で，制御棒駆動機構の分離検出装置が動作したとき 

h.モード・スイッチが「運転」位置にある場合で，平均出

力領域モニタの指示低又は動作不能のとき 

i.平均出力領域モニタの指示高のとき 

 

 

 

j.制御棒価値ミニマイザによる制御棒引抜阻止信号のあ

るとき 

k.制御棒引抜監視装置からの制御棒引抜阻止信号のある

とき 

次のような場合には，制御棒の引抜きを阻止するイン

ター・ロックを設ける。 

a. モード・スイッチが「停止」位置にある場合 

b. モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，

燃料取替用クレーン位置が原子炉上部にあり，荷重状態

のとき 

c. モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，

引抜かれている制御棒が同一の水圧制御ユニットに属す

る 1組又は 1本のとき 

d. モード・スイッチが「燃料取替」位置にある場合で，

制御棒駆動機構充てん水圧力低によるスクラム信号がバ

イパスされているとき 

e. 制御棒駆動機構充てん水圧力低のとき 

f. モード・スイッチが「起動」位置にある場合で，起動

領域モニタの原子炉周期短，指示高，指示低又は動作不能

のとき 

g. モード・スイッチが「起動」又は「運転」位置にある

場合で，制御棒駆動機構の分離検出装置が動作したとき 

h. モード・スイッチが「運転」位置にある場合で，平均

出力領域モニタの指示低又は動作不能のとき 

i. 平均出力領域モニタの指示高のとき（ただし，モー

ド・スイッチが「運転」位置にある場合，指示高による制

御棒引抜阻止の設定点は，炉心流量の変化に対して自動

的に変わるようになっている。） 

j. 制御棒価値ミニマイザによる制御棒引抜阻止信号の

あるとき 

k. 制御棒引抜監視装置からの制御棒引抜阻止信号のあ

るとき 

（ただし，制御棒引抜阻止は，任意の出力運転状態からの

制御棒引抜きによって最小限界出力比（MCPR）が過渡時の

限界値を下回らないようにするために設けられており，

へ(5)（ⅰ）-①制御棒は，モードスイッチ「停止」の

位置にあるとき，モードスイッチ「燃料取替」の位置に

ある場合で，燃料取替機位置が原子炉上部にあり，荷重

状態のとき，モードスイッチ「燃料取替」の位置にある

場合で，引き抜かれている制御棒が同一の水圧制御ユニ

ットに属する 1組又は 1本のとき，モードスイッチ「燃

料取替」の位置にある場合で，制御棒駆動機構充てん水

圧力低によるスクラム信号がバイパスされているとき，

制御棒駆動機構充てん水圧力低のとき，モードスイッチ

「起動」の位置にある場合で，起動領域モニタの原子炉

周期（ペリオド）短，指示高，指示低又は動作不能のと

き，モードスイッチ「起動」又は「運転」の位置にある

場合で，制御棒駆動機構の分離検出装置が動作したと

き，モードスイッチ「運転」の位置にある場合で，平均

出力領域モニタの指示低又は動作不能のとき，平均出力

領域モニタの指示高のとき，制御棒価値ミニマイザによ

る制御棒引抜阻止信号のあるとき，制御棒引抜監視装置

からの制御棒引抜阻止信号のあるときに，引抜きを阻止

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅰ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅰ）-①と同義であり，整合

している。 
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この制御棒引抜阻止信号の設定点は，炉心流量の変化に

対して自動的に変わるようにしている。） 

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(ⅱ) 警報回路 6.6  安全保護系 

6.6.2  設計方針 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 計測装置等 

2.2 警報装置等 

  

 中性子束，温度，圧力，流量，水位などのプロセス変数

が異常値になった場合，主蒸気管又はへ(5)（ⅱ）-①復

水器の空気抽出器排ガス中の放射能が異常に高くなった

場合，工学的安全施設が作動した場合へ(5)（ⅱ）-②等

に警報を発する回路を設ける。 

(8) 安全保護系は，監視装置，警報等によりその作動状

況が確認できる設計とする。 

 設計基準対象施設は，発電用原子炉施設の機械又は器

具の機能の喪失，誤操作その他の異常により発電用原子

炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合

（中性子束，温度，圧力，流量，水位等のプロセス変数

が異常値になった場合，工学的安全施設が作動した場合

へ(5)（ⅱ）-②a 等）に，これらを確実に検出して自動

的に警報（原子炉水位低又は高，原子炉圧力高，中性子

束高等）を発信する装置を設けるとともに，表示ランプ

の点灯，ブザー鳴動等により運転員に通報できる設計と

する。 

発電用原子炉並びに原子炉冷却系統に係る主要な機

械又は器具の動作状態を正確，かつ迅速に把握できるよ

うポンプの運転停止状態，弁の開閉状態等を表示灯によ

り監視できる設計とする。 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅱ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅱ）-①と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅱ）-②a～へ(5)（ⅱ）-②

e は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のへ(5)（ⅱ）-②

を具体的に記載しており，整

合している。 

 

本文（十号） 

制御棒は，起動領域モニタの原子炉周期短信号 (原

子炉周期 20 秒) で引き抜きを阻止されるとする。 

 

・記載箇所 

イ(2)(ⅱ)a.(a)d)，ハ(2)(ⅱ)d.(d)(d-7) 
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  【核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 計測装置等 

＜中略＞ 

  

   へ(5)（ⅱ）-②b 使用済燃料貯蔵プールの水温の著し

い上昇又は使用済燃料貯蔵プールの水位の著しい低下

の場合に，これらを確実に検知して自動的に中央制御室

に警報（使用済燃料貯蔵プール水温高又は使用済燃料貯

蔵プール水位低）を発信する装置を設けるとともに，表

示ランプの点灯，ブザー鳴動等により運転員に通報でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

  

  【放射性廃棄物の廃棄施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 警報装置等 

  

   へ(5)（ⅱ）-②c 流体状の放射性廃棄物を処理し，又

は貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏

えいするおそれが発生した場合(床への漏えい又はその

おそれ(数滴程度の微少漏えいを除く。))を早期に検出

するよう，タンクの水位，漏えい検知等によりこれらを

確実に検出して自動的に警報(機器ドレン，床ドレンの

容器又はサンプの水位)を発信する装置を設けるととも

に，表示ランプの点灯及びブザー鳴動等により運転員に

通報できる設計とする。 

 また，タンク水位の検出器，インターロック等を設け

ることにより，漏えいの発生を防止できる設計とする。 

 放射性廃棄物を処理し，又は貯蔵する設備に係る主要

な機械又は器具の動作状態を正確，かつ迅速に把握でき

るようポンプの運転停止状態及び弁の開閉状態を表示

灯により監視できる設計とする。 
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  【放射線管理施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

＜中略＞ 

  

  設計基準対象施設は，発電用原子炉施設の機械又は器

具の機能の喪失，誤操作その他の異常により発電用原子

炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが発生した場合

（へ(5)（ⅱ）-②d 原子炉建屋原子炉区域内の放射能レ

ベルが設定値を超えた場合，主蒸気管又は空気抽出器排

ガス中のへ(5)（ⅱ）-①放射能レベルが設定値を超えた

場合へ(5)（ⅱ）-②e 等）に，これらを確実に検出して

自動的に警報（原子炉建屋放射能高，主蒸気管放射能高

等）を発信する装置を設ける設計とする。 

排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気

中の放射性物質の濃度，管理区域内において人が常時立

ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所（燃

料取扱場所その他の放射線業務従事者に対する放射線

障害の防止のための措置を必要とする場所をいう。）の

線量当量率及び周辺監視区域に隣接する地域における

空間線量率が著しく上昇した場合に，これらを確実に検

出して自動的に中央制御室に警報（排気筒放射能高，エ

リア放射線モニタ放射能高及び周辺監視区域放射能高）

を発信する装置を設ける設計とする。 

上記の警報を発信する装置は，表示ランプの点灯，ブ

ザー鳴動等により運転員に通報できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

(ⅲ） 制御棒価値ミニマイザ 6.1  原子炉制御系 

6.1.3  運転監視装置 

6.1.3.4  主要設備 

(2) 制御棒価値ミニマイザ（RWM） 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.2 制御棒及び制御棒駆動系 

＜中略＞ 

  

 へ(5)（ⅲ）-①起動・停止時における制御棒操作の過

程で，あらかじめ定められているシーケンスを外れて高

い制御棒価値を生ずるような制御棒パターンができるこ

制御棒価値ミニマイザは，起動・停止時における制御棒

操作の過程で，誤って高い制御棒価値を生じ得るような

制御棒パターンの形成を防止する補助装置であり，これ

 反応度が大きく，かつ急激に投入される事象による影

響を小さくするため，制御棒の落下速度を設置（変更）

許可を受けた「制御棒落下」の評価で想定した落下速度

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅲ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)
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とを防止するため，補助装置として，制御棒価値ミニマイ

ザを設ける。 

によって引き抜く制御棒の最大反応度価値を0.015Δk以

下（9×9燃料が装荷されるまでのサイクル）又は0.013Δk

以下（9×9 燃料が装荷されたサイクル以降）となるよう

に制限する。制御棒価値ミニマイザによる制御棒パター

ン規制は，制御棒駆動機構の中空ピストンのダッシュポ

ット効果とあいまって制御棒落下の影響を十分小さく抑

えることを目的としている。 

なお，ある程度出力が上昇し，ボイドが発生するように

なると，一般に制御棒価値は非常に小さくなる傾向にあ

る。また，制御棒が落下した場合の反応度添加率も緩やか

となり，ドップラ効果やボイドによる負の反応度も大き

くなるため，制御棒落下の影響が大きく軽減されること

から，ある出力以上では制御棒価値ミニマイザによる制

御棒パターン規制はバイパスされる。 

制御棒価値ミニマイザは，2チャンネル設け，1チャン

ネルの故障あるいはバイパス時にもその機能を失わない

ようにする。 

制御棒価値ミニマイザへの主要な入力信号は，あらか

じめ定めた制御棒操作シーケンス・プログラム，運転中

時々刻々の制御棒位置，操作される制御棒の座標及び原

子炉熱出力であり，主要な出力信号は，制御棒価値ミニマ

イザの規制シーケンスを外れている制御棒の確認のため

の表示及び制御棒操作のインター・ロック信号である。 

以下に制御棒駆動機構の中空ピストンのダッシュポッ

ト効果により制限することで，反応度添加率を抑制す

る。 

 また，「原子炉起動時における制御棒の異常な引き抜

き」の評価で想定した制御棒引抜速度以下に制限するこ

とで，反応度添加率を抑制するとともに，へ(5)（ⅲ）

-①零出力ないし低出力においては，運転員の制御棒引

抜操作を制限する補助機能として，制御棒価値ミニマイ

ザを設けることで，引き抜く制御棒の最大反応度価値を

制限する。 

 さらに，中性子束高及び原子炉周期（ペリオド）短に

よる原子炉スクラム信号を設ける設計とする。 

 これらにより，想定される反応度投入事象発生時に燃

料の最大エンタルピや原子炉圧力の上昇を低く抑え，原

子炉冷却材圧力バウンダリを破損せず，かつ，炉心の冷

却機能を損なうような炉心，炉心支持構造物及び原子炉

圧力容器内部構造物の破損を生じさせない設計とする。 

＜中略＞ 

（ⅲ）-①と同義であり，整合

している。 

(ⅳ） 冷却材再循環流量制御系 6.1.1  原子炉制御系 

6.1.1.4  主要設備 

6.1.1.4.1  原子炉出力制御系 

c. 再循環流量制御系 

1.3 原子炉再循環流量制御系   

 へ(5)（ⅳ）-①冷却材再循環流量制御系は，冷却材再

循環ポンプ速度を調整することにより原子炉出力を制御

する。 

再循環流量の調整による出力制御の原理は，以下のと

おりである。 

原子炉出力を増加させるには，炉心流量を増加する。こ

れにより炉心内のボイドを炉心外にスイープする速度が

増す。一方，ボイド発生率は，変化しないため，炉心内ボ

イド率は低下し，正の反応度が加えられる。これにより出

力が増加し，ボイド発生量が増加し過渡的に加わった過

剰反応度が打消されるところで平衡に達する。また，出力

を減少させるには，逆に炉心流量を減少させる。流量減少

により増加した炉心内ボイド率は，出力を減少させ，新し

 へ(5)（ⅳ）-①原子炉再循環流量制御系は，原子炉冷

却材再循環ポンプ速度を調整することにより原子炉出

力を制御できる設計とする。 

 また，タービントリップ又は発電機負荷遮断直後の原

子炉出力を抑制するため，主蒸気止め弁閉又は蒸気加減

弁急速閉の信号により，原子炉冷却材再循環ポンプ 4台

が同時にトリップする機能を設ける設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅳ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅳ）-①と同義であり，整合

している。 
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い流量に対応した出力に落着く。この間，制御棒操作は不

要である。 

第 6.1.1－2 図及び第 6.1.1－3 図に再循環流量制御系

の構成を示す。 

再循環流量制御は，静止形冷却材再循環ポンプ電源装

置により冷却材再循環ポンプ駆動電動機の電源周波数を

調整することによって行う。すなわち，出力変化の要求信

号が，手動あるいは負荷／速度偏差信号として主制御器

に与えられる。主制御器からの出力信号は流量制御器及

び速度制御器を通し静止形冷却材再循環ポンプ電源装置

に与えられ，出力周波数を変えることにより冷却材再循

環ポンプ速度を変えて行く。 

＜中略＞ 

(ⅴ） 圧力制御装置 6.1.1.4.2  原子炉圧力制御系 

(2) 圧力制御装置 

1.5 原子炉圧力制御系   

 圧力制御装置は，原子炉圧力を一定に保つように，へ

(5)（ⅴ）-①タービン蒸気加減弁及びタービン・バイパ

ス弁の開度を自動制御するものである。 

 また，原子炉圧力が急上昇するような場合には，タービ

ン・バイパス弁を開き，原子炉圧力の上昇を防止する。 

タービン制御系の圧力制御装置は，速度及び負荷制御

と組合わせて原子炉圧力を一定とするように制御する。

圧力制御装置は原子炉ドーム圧力と，あらかじめ設定し

た圧力設定値とを比較し圧力偏差信号を発生する。 

この圧力偏差信号はタービン蒸気加減弁及びタービ

ン・バイパス弁の開度を制御する。圧力制御装置は多重性

を有しており，万一 1 系統の機能の喪失があっても圧力

制御系の機能が喪失することはない。 

なお，通常，主蒸気流量が定格の 110%を超えないよう

にするため，タービン制御系の最大流量制限器により圧

力偏差信号の最大値を制眼する。 

＜中略＞ 

 圧力制御装置は，原子炉圧力を一定に保つように，へ

(5)（ⅴ）-①蒸気加減弁及びタービンバイパス弁の開度

を自動制御する設計とする。 

また，原子炉圧力が急上昇するような場合，タービン

バイパス弁を開き，原子炉圧力の過度の上昇を防止する

設計とする。 

圧力制御装置は原子炉ドーム圧力とあらかじめ設定

した圧力設定値とを比較し，圧力偏差信号を発信して，

蒸気加減弁及びタービンバイパス弁の開度を制御する

ことにより，負荷の変動その他の発電用原子炉の運転に

伴う原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整す

る設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅴ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅴ）-①と同義であり，整合

している。 
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(ⅶ) 原子炉給水制御系 6.1  原子炉制御系 

6.1.1  原子炉制御系 

6.1.1.4  主要設備 

6.1.1.4.3  原子炉給水制御系 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.6 原子炉給水制御系 

  

 原子炉水位を一定に保つようにするため，原子炉給水

制御系へ(5)（ⅶ）-①を設ける。 

 この系は，原子炉給水流量，主蒸気流量及び原子炉水位

の信号を取り入れ，原子炉給水ポンプの速度を調整する

こと等により原子炉給水流量を制御する。 

原子炉水位は，出力運転中常に一定に保持されるよう

に自動制御する。この目的のために，三要素給水制御方式

による原子炉給水制御系を設ける。 

三要素給水制御方式は，給水流量，主蒸気流量及び原子

炉水位の 3 種類の信号を取入れた制御方式で，タービン

駆動原子炉給水ポンプの速度調整，あるいは電動機駆動

原子炉給水ポンプ吐出側に設ける給水制御弁の開度調整

により，給水流量を自動的に調整し，あらかじめ定めた水

位を保つように制御する。 

なお，通常，給水流量が定格の 110%を超えないように

するため，原子炉給水制御系の流量制限器により，水位制

御器の出力信号の最大値を制限する。 

＜中略＞ 

原子炉給水制御系は，原子炉水位を一定に保つように

するため，原子炉給水流量，主蒸気流量及び原子炉水位

の信号を取り入れ，原子炉給水ポンプの速度を調整する

こと等により原子炉給水流量を自動的に制御へ(5)（ⅶ）

-①できる設計とする。 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅶ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅶ）-①と同義であり，整合

している。 

 

(ⅷ) 選択制御棒挿入機構 6.1.1.4.1  原子炉出力制御系 

(1) 反応度制御系 

b. 選択制御棒挿入機構 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

1 制御方式及び制御方法 

(2) 発電用原子炉の制御方法 

制御棒の位置の制御方法，原子炉再循環流量の制御方

法，ほう酸水注入設備の制御方法，発電用原子炉の圧力

の制御方法，給水の制御方法及び安全保護系等の制御方

法 

 発電用原子炉の制御は以下の方法で行う。 

  

  a. 制御棒の位置の制御方法 

＜中略＞ 

  

 冷却材再循環ポンプが 2 台以上トリップし，へ(5)（ⅷ）

-①低炉心流量高出力領域に入った場合，あらかじめ選択

された制御棒を挿入する選択制御棒挿入機構を設ける。 

冷却材再循環ポンプが 2 台以上トリップし，低炉心流

量高出力領域に入った場合，出力を抑制し，安定性の余裕

を確保するために，あらかじめ選択された制御棒を自動

的に電動機駆動により挿入する選択制御棒挿入機構を設

ける。制御棒は，目標とする出力（定格出力の約 20%）及

び出力分布等を考慮して選択される。 

 へ(5)（ⅷ）-①選択制御棒挿入動作時は，制御棒駆動

機構の駆動電動機によりあらかじめ選択された制御棒

が挿入される。 

 また，選択制御棒は，原子炉冷却材再循環ポンプが 2

台以上トリップし，低炉心流量（36％以下）かつ，原子

炉高出力運転時（原子炉出力 30％以上）の領域に入った

場合，原子炉出力を抑制して安定性の余裕を増すために

自動的に挿入される。この制御棒は，自然循環状態で原

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅷ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅷ）-①を具体的に記載して

おり，整合している。 
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子炉出力約 20％を目標に選択される。 

＜中略＞ 

(ⅸ) 原子炉冷却材再循環ポンプ・トリップ機能 c. 再循環流量制御系 

＜中略＞ 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.3 原子炉再循環流量制御系 

  

 

 

 

タービン・トリップ又は発電機負荷遮断直後の原子炉

出力を抑制するため，へ(5)（ⅸ）-①タービン主蒸気止

め弁閉又はタービン蒸気加減弁急速閉の信号により，冷

却材再循環ポンプ 4 台を同時にトリップする機能を設け

る。 

 

 

 

タービン・トリップ又は発電機負荷遮断時に冷却材再

循環ポンプ 4 台を同時にトリップする機能を設ける。本

機能により，タービン・トリップ又は発電機負荷遮断時に

は，タービン主蒸気止め弁の閉鎖又はタービン蒸気加減

弁の急速閉鎖の信号により，冷却材再循環ポンプ 4 台を

同時にトリップし，タービン・トリップ又は発電機負荷遮

断直後の原子炉出力を抑制する。 

＜中略＞ 

 原子炉再循環流量制御系は，原子炉冷却材再循環ポン

プ速度を調整することにより原子炉出力を制御できる

設計とする。 

また，タービントリップ又は発電機負荷遮断直後の原

子炉出力を抑制するため，へ(5)（ⅸ）-①主蒸気止め弁

閉又は蒸気加減弁急速閉の信号により，原子炉冷却材再

循環ポンプ 4 台が同時にトリップする機能を設ける設

計とする。 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅸ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅸ）-①と同義であり，整合

している。 

 

 

(ⅹ) 計装用圧縮空気系 6.9 圧縮空気系 

6.9.1 概要 

5. 制御用空気設備 

5.1 計装用圧縮空気系による圧縮空気の供給 

  

 圧縮空気系は，計装用圧縮空気系と所内用圧縮空気系

からなっており，原子炉の運転に必要な圧縮空気を供給

する。 

＜中略＞ 

 原子炉の運転に必要な圧縮空気を供給する制御用空

気設備として，計装用圧縮空気系を設ける設計とする。 

  

 6.9.2 設計方針    

 計装用圧縮空気系は，へ(5)（ⅹ）-①圧縮機，空気だ

め，除湿装置等で構成する。本系統により圧縮空気を供給

される機器は，空気作動の弁，流量制御器等である。計装

用圧縮空気系の圧縮機が故障した場合でも，所内用圧縮

空気系の圧縮機によって，計装用圧縮空気系に圧縮空気

を供給できる設計とする。 

(2)計装用圧縮空気系の圧縮機が故障した場合でも，所内

用圧縮空気系の圧縮機によって，計装用圧縮空気系に圧

縮空気を供給できるようにする。 

 計装用圧縮空気系は，へ(5)（ⅹ）-①空気圧縮機，空

気貯槽，空気貯槽安全弁，除湿装置，配管・弁類，計測

制御装置等で構成し，空気作動の弁，流量制御器等に圧

縮空気を供給できる設計とする。 

 計装用圧縮空気系の空気圧縮機が故障した場合でも，

所内用圧縮空気系の空気圧縮機によって，計装用圧縮空

気系に圧縮空気を供給できる設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅹ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅹ）-①を具体的に記載して

おり，整合している。 

 

 

 6.9.4 主要設備    

 計装用圧縮空気系は，100%容量の圧縮機を 2 台設け，

故障時には自動的に他へ切替え可能とする。本系統によ

り圧縮空気を供給される機器は，空気作動の弁，流量制御

器等である。本系統を構成する機器は，圧縮機の他，空気
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だめ，フィルタ，除湿装置等がある 

(ⅺ) 所内用圧縮空気系      

 所内用圧縮空気系は，へ(5)（ⅺ）-①圧縮機，空気だめ

等で構成する。空気だめを経て供給される圧縮空気は，ろ

過装置の逆洗，ほう酸水注入系貯蔵タンクの攪拌等に用

いる。 

所内用圧縮空気系は，圧縮機を 2 台，空気だめを 1 台

備える。空気だめを経て供給される所内用圧縮空気は，ろ

過装置の逆洗，空気作動用具，ほう酸水貯蔵タンクのかく

はん等の目的に用いる。 

 所内用圧縮空気系は，へ(5)（ⅺ）-①空気圧縮機，空

気貯槽，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，空気貯

槽を経て各使用先へ圧縮空気を供給できる設計とする。 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅺ）-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅺ）-①と同義であり，整合

している。 

 

(ⅻ) 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

6.7  緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた

めの設備 

6.7.1 概要 

1.4 ほう酸水注入系 

＜中略＞ 

  

 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象が発生するおそ

れがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するととも

に，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な重大

事故等対処設備へ(5)（ⅻ）-①を設置する。 

 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未

臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止するための設備

として，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩

和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）及びほ

う酸水注入系を設ける。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運

転を緊急に停止することができない事象が発生するおそ

れがある場合又は当該事象が発生した場合においても炉

心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するととも

に，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な重大

事故等対処設備を設置する。 

＜中略＞ 

 運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧

力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備へ(5)（ⅻ）-①a として，ほう酸

水注入系を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅻ）-①a～へ(5)（ⅻ）-①

c は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のへ(5)（ⅻ）-①

と同義であり，整合している。 

 

 

 6.7.2  設計方針 3. 安全保護装置等 

3.2 工学的安全施設等 

3.2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にする

ための設備 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

  

  緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための

設備のうち，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格

納容器の健全性を維持するとともに，発電用原子炉を未

臨界に移行し，炉心の著しい損傷を防止するための設備

として，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩

和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）及びほ

う酸水注入系を設ける。 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧

力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備へ(5)（ⅻ）-①b として，ATWS 緩

和設備（代替制御棒挿入機能）を設ける設計とする。 
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＜中略＞ 

  (2) ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ 

ップ機能） 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生する

おそれがある場合又は当該事象が発生した場合におい

ても炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉冷却材圧

力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する

とともに，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要

な重大事故等対処設備へ(5)（ⅻ）-①c として，ATWS 緩

和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）を設

ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

  3.2.3 自動減圧機能作動阻止 

＜中略＞ 

  

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動する

と，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注

水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動する

と，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注

水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高

圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水さ

れ出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止できる

設計とする。 

  

 自動減圧系の起動阻止スイッチについては，

(5),(ⅹⅲ)原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

の設備に記載する。 

自動減圧系の起動阻止スイッチについては，「6.8 原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備」に記

載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヘ,(5),(ⅹⅲ)原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備」に示す。 

 

a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒

緊急挿入 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制御棒

緊急挿入 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

＜中略＞ 

  

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければなら

ない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパ

ラメータの変化から緊急停止していないことが推定され

る場合の重大事故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代

替制御棒挿入機能）は，原子炉圧力高又は原子炉水位低

（レベル 2）の信号により，全制御棒を全挿入させて発電

用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

 また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央

制御室の操作スイッチを手動で操作することで作動させ

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければなら

ない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパ

ラメータの変化から緊急停止していないことが推定され

る場合の重大事故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代

替制御棒挿入機能）を使用する。 

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，検出器（原

子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，代替制御棒挿入機

能用電磁弁等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低

（レベル 2）の信号により，全制御棒を全挿入させて発電

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければな

らない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等

のパラメータの変化から緊急停止していないことが推

定される場合の重大事故等対処設備として使用する

ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，原子炉圧力高

又は原子炉水位低（レベル 2）の信号により，全制御棒

を全挿入させて発電用原子炉を未臨界にできる設計と

する。 

また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央
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ることができる設計とする。 用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

また，ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）は，中央

制御室の操作スイッチを手動で操作することで作動させ

ることができる設計とする。 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

 その他，設計基準対象施設である制御棒駆動系水圧制

御ユニット及び設計基準事故対処設備である制御棒，制

御棒駆動機構（水圧駆動）を重大事故等対処設備として使

用し，設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備

を重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用する。 

制御室の操作スイッチを手動で操作することで作動さ

せることができる設計とする。 

 その他，設計基準対象施設である制御棒及び制御棒駆

動系のうち水圧制御ユニット，制御棒駆動機構（水圧駆

動）等を重大事故等対処設備として使用できる設計とす

る。また，制御棒駆動系の流路として，設計基準対象施

設である配管貫通部を重大事故等対処設備として使用

することから，流路に係る機能について重大事故等対処

設備としての設計を行う。 

(b) 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑

制 

b. 原子炉冷却材再循環ポンプ停止による原子炉出力抑

制 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリッ

プ機能） 

＜中略＞ 

  

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければなら

ない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパ

ラメータの変化から緊急停止していないことが推定され

る場合の重大事故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代

替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）は，原子炉圧力高

又は原子炉水位低（レベル 3）の信号により冷却材再循環

ポンプ 4台を自動停止し，原子炉水位低（レベル 2）の信

号により冷却材再循環ポンプ 6 台を自動停止させて，発

電用原子炉の出力をへ(5)（ⅻ）b.(b)-①制御できる設計

とする。 

 また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能）は，自動で停止しない場合に，中央制御室の操

作スイッチを手動で操作することで，冷却材再循環ポン

プを停止させることができる設計とする。 

発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければなら

ない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等のパ

ラメータの変化から緊急停止していないことが推定され

る場合の重大事故等対処設備として，ATWS 緩和設備（代

替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能）を使用する。 

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機

能）は，検出器（原子炉圧力及び原子炉水位），論理回路，

原子炉冷却材再循環ポンプ可変周波数電源装置（停止に

必要な部位）等で構成し，原子炉圧力高又は原子炉水位低

（レベル 3）の信号により冷却材再循環ポンプ 4 台を自

動停止し，原子炉水位低（レベル 2）の信号により冷却材

再循環ポンプ 6 台を自動停止させて，発電用原子炉の出

力を制御できる設計とする。 

また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能）は，自動で停止しない場合に，中央制御室の操

作スイッチを手動で操作することで，冷却材再循環ポン

プを停止させることができる設計とする。 

＜中略＞ 

 発電用原子炉が運転を緊急に停止していなければな

らない状況にもかかわらず，原子炉出力，原子炉圧力等

のパラメータの変化から緊急停止していないことが推

定される場合の重大事故等対処設備として使用する

ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機

能）は，原子炉圧力高又は原子炉水位低（レベル 3）の

信号により原子炉冷却材再循環ポンプ 4 台を自動停止

し，原子炉水位低（レベル 2）の信号により原子炉冷却

材再循環ポンプ 6台を自動停止させて，発電用原子炉の

出力をへ(5)（ⅻ）b.(b)-①抑制できる設計とする。 

また，ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリ

ップ機能）は，自動で停止しない場合に，中央制御室の

操作スイッチを手動で操作することにより，原子炉冷却

材再循環ポンプ可変周波数電源装置を停止することで，

原子炉冷却材再循環ポンプを停止させることができる

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅻ）b.(b)-①は，設置変更

許可申請書（本文（十号））の

へ(5)（ⅻ）b.(b)-①と同義で

あり，整合している。 
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  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5 計測装置に係る次の事項 

  

     

     

   

 

 

 

  

本文（十号） 
原子炉水位低へ(5)（ⅻ）b.(b)-②（再循環ポンプ

4 台トリップ）設定点 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-③セパレータスカート下端から

＋62cm（レベル 3） 

原子炉水位低へ(5)（ⅻ）b.(b)-④（再循環ポンプ

6 台トリップ）設定点 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-⑤セパレータスカート下端から

-58cm（レベル 2） 

 
・記載箇所 

イ(2)(ⅰ)d.(c)，ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)， 

ハ(2)(ⅱ)b.(a)(a-5) ，ハ(2)(ⅱ)b.(b)(b-5)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(d)(d-2)(d-2-5)， 
ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-6) 

本文（十号） 
原子炉圧力高へ(5)（ⅻ）b.(b)-②（再循環ポンプ

4 台トリップ）設定点 
原子炉圧力 7.48MPa[gage]  
 
・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-1)(b-1-3)，ハ(2)(ⅱ)b.(e)(e-

6) 

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(b)-②は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(5)（ⅻ）b.(b)-②と同義であり，整合して

いる。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(b)-③は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(5)（ⅻ）b.(b)-③と同義（1285－1224（原

子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=＋62）であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(b)-④は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(5)（ⅻ）b.(b)-④と同義であり，整合して

いる。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(b)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（十号））のへ(5)（ⅻ）b.(b)-⑤と同義（1165－1224（原

子炉圧力容器零レベル）＋1（蒸気乾燥器－セパレータ）=－58）であり，整合している。 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-② 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-④ 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-② 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-④ 

へ(5)（ⅻ）b.(b)-③，へ(5)（ⅻ）b.(b)-⑤ 
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(c) ほう酸水注入 c. ほう酸水注入 【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 計測制御系統施設 

1.4 ほう酸水注入系 

＜中略＞ 

  

 原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポン

プにより，ほう酸水を高圧炉心注水系等を経由して原子

炉圧力容器へ注入することで，発電用原子炉を未臨界に

できる設計とする。 

 

原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故等

対処設備として，ほう酸水注入系を使用する。 

ほう酸水注入系は，ほう酸水注入系ポンプ，ほう酸水注

入系貯蔵タンク，配管・弁類，計測制御装置等で構成し，

ほう酸水注入系ポンプにより，ほう酸水を高圧炉心注水

系等を経由して原子炉圧力容器へ注入することで，発電

用原子炉を未臨界にできる設計とする。 

主要な設備は，以下のとおりとする。 

・ほう酸水注入系ポンプ 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

本系統の流路として，ほう酸水注入系の配管及び弁並

びに高圧炉心注水系の配管，弁及びスパージャを重大事

故等対処設備として使用する。 

その他，設計基準対象施設である原子炉圧力容器を重

大事故等対処設備として使用し，設計基準事故対処設備

である非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計

基準拡張）として使用する。 

 原子炉緊急停止系の機能が喪失した場合の重大事故

等対処設備として使用するほう酸水注入系は，ほう酸水

注入系ポンプにより，ほう酸水注入系貯蔵タンクのほう

酸水を高圧炉心注水系等を経由して原子炉圧力容器へ

注入することで，発電用原子炉を未臨界にできる設計と

する。 

ほう酸水注入系の流路として，設計基準対象施設であ

る原子炉圧力容器，炉心支持構造物，原子炉圧力容器内

部構造物及び配管貫通部を重大事故等対処設備として

使用することから，流路に係る機能について重大事故等

対処設備としての設計を行う。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

［常設重大事故等対処設備］ 第6.7－1表 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界に

するための設備の主要機器仕様 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5 計測装置に係る次の事項 

  

へ(5)（ⅻ）b.(c)-①ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個数 へ(5)（ⅻ）b.(c)-②1 

 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-③ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポ

ンプ・トリップ機能） 

個数 へ(5)（ⅻ）b.(c)-④1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能） 

個数 1 

 

(2) ATWS 緩和設備（代替冷却材再循環ポンプ・トリップ

機能） 

個数 1 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）b.(c)-①と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）b.(c)-②を具体的に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）b.(c)-③と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-④は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）b.(c)-④を具体的に記載しており，整合している。 

 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-② 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-④ 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-① 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-③ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ほう酸水注入系 

ほう酸水注入系ポンプ 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-⑤（ヘ,(4)他と兼用） 

 

(3) ほう酸水注入系 

第 6.1.2－3 表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

へ(5)（ⅻ）b.(c)-⑤ 

整合性 

・「ほう酸水注入系ポンプ」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるへ(5)（ⅻ）b.(c)-⑤を設

計及び工事の計画の「計測制御系統施設」のうち「ほう酸水注入設備」に整理しており，整合している。 

設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-⑤は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）

b.(c)-⑤と同義であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

へ(5)（ⅻ）b.(c)-⑥（ヘ,(4)他と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

へ(5)（ⅻ）b.(c)-⑥ 

整合性 

・「ほう酸水注入系貯蔵タンク」は，設置変更許可申請書（本文（五号））におけるへ(5)（ⅻ）b.(c)-⑥

を設計及び工事の計画の「計測制御系統施設」のうち「ほう酸水注入設備」に整理しており，整合して

いる。設計及び工事の計画のへ(5)（ⅻ）b.(c)-⑥は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅻ）

b.(c)-⑥と同義であり，整合している。 
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(ⅹⅲ) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

6.8  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

6.8.1  概要 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 安全保護装置等 

3.2 工学的安全施設等 

3.2.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

  

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備へ

(5)（ⅹⅲ）-①を設置及び保管する。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設

備として，逃がし安全弁を作動させる代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）及び高圧窒素ガス供給系を設け

る。 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能

が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設備を設

置及び保管する。 

＜中略＞ 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設

備へ(5)（ⅹⅲ）-①a として，主蒸気逃がし安全弁を作

動させる代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を

設ける設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅹⅲ）-①a 及びへ(5)（ⅹ

ⅲ）-①b は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅹⅲ）-①と同義であり，整

合している。 

 

 

 6.8.2  設計方針 5. 制御用空気設備 

5.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

  

  原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設

備として，逃がし安全弁を作動させる代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）及び高圧窒素ガス供給系を設け

る。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって，

設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機

能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために必要な重大事故等対処設

備へ(5)（ⅹⅲ）-①b として，逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設備を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

 逃がし安全弁については，ホ,(3),(ⅱ),b.(b) 原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備に記載す

る。 

逃がし安全弁については，「5.5 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するための設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ホ,(3),(ⅱ),b.(b) 原

子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧するための設備」に示す。 
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a. フロントライン系故障時に用いる設備 

(a) 原子炉減圧の自動化 

(1) フロントライン系故障時に用いる設備 

a. 原子炉減圧の自動化 

3. 安全保護装置等 

3.2 工学的安全施設等 

3.2.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備 

＜中略＞ 

  

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原

子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低

圧注水モード）の場合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動さ

せることにより，逃がし安全弁を強制的に開放し，原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧させることができる設計と

する。18 個の逃がし安全弁のうち，4 個がこの機能を有

している。 

 

 

 

自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備と

して，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）を使用

する。 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子炉

水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧注

水モード）の場合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動させる

ことにより，逃がし安全弁を強制的に開放し，原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧させることができる設計とす

る。18 個の逃がし安全弁のうち，4 個がこの機能を有し

ている。 

 

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事故等対処設備

として使用する代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，原子炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポ

ンプ運転（低圧注水モード）の場合に，主蒸気逃がし安

全弁用電磁弁を作動させることにより，主蒸気逃がし安

全弁を強制的に開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧させることができる設計とする。なお，18 個の主蒸

気逃がし安全弁のうち，4個がこの機能を有するととも

に，自動減圧系との干渉及び起動阻止スイッチの判断操

作の時間的余裕を考慮し，時間遅れを設ける設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.2.3 自動減圧機能作動阻止 

＜中略＞ 

  

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系作動すると，

高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水さ

れ出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動する

と，高圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注

水され出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロ

ジック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止する。 

＜中略＞ 

原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が作動すると，高

圧炉心注水系及び低圧注水系から大量の冷水が注水さ

れ出力の急激な上昇につながるため，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び代替自動減圧ロジ

ック（代替自動減圧機能）による自動減圧を阻止できる

設計とする。 

  

  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5 計測装置に係る次の事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本文（十号） 

代替自動減圧ロジックを用いた逃がし安全弁によ

る原子炉減圧は，原子炉水位低（レベル 1）到達か

ら 

 

・記載箇所 

ハ(2)(ⅱ)a.(b)(b-6) 
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b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧 

【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目  

5. 制御用空気設備 

5.2 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設

備 

＜中略＞ 

  

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，へ(5)（ⅹⅲ）b.(a)-①高圧窒素ガス供給系

は，逃がし安全弁の作動に必要な逃がし弁機能用アキュ

ムレータ及び自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力

が喪失した場合において，逃がし安全弁の作動に必要な

窒素ガスを供給できる設計とする。 

 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現

場で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設

計とする。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備の

うち，逃がし安全弁の機能回復のための重大事故等対処

設備として，高圧窒素ガス供給系を使用する。 

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作動に必要な

逃がし弁機能用アキュムレータ及び自動減圧機能用アキ

ュムレータの充填圧力が喪失した場合において，逃がし

安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給できる設計とす

る。 

なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現

場で高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設

計とする。 

＜中略＞ 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備

のうち，主蒸気逃がし安全弁の機能回復のための重大事

故等対処設備として使用するへ(5)（ⅹⅲ）b.(a)-①逃

がし安全弁の作動に必要な窒素ガス喪失時の減圧設備

は，主蒸気逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃がし安

全弁逃がし弁機能用アキュムレータ及び主蒸気逃がし

安全弁自動減圧機能用アキュムレータの充填圧力が喪

失した場合において，高圧窒素ガスボンベにより主蒸気

逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給できる設

計とする。 

高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した場合は，現場で

高圧窒素ガスボンベの切替え及び取替えが可能な設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

設計及び工事の計画のへ(5)

（ⅹⅲ）b.(a)-①は，設置変

更許可申請書（本文（五号））

のへ(5)（ⅹⅲ）b.(a)-①と同

義であり，整合している。 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

 

第6.8－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備の主要機器仕様 

【計測制御系統施設】 

（要目表） 

5 計測装置に係る次の事項 

  

へ(5)（ⅹⅲ）-②代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能） 

個数 へ(5)（ⅹⅲ）-③1 

(1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

 

個数 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

整合性 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅹⅲ）-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅹⅲ）-②と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のへ(5)（ⅹⅲ）-③は，設置変更許可申請書（本文（五号））のへ(5)（ⅹⅲ）-③を具体的に記載しており，整合してい

る。 

へ(5)（ⅹⅲ）-② 

へ(5)（ⅹⅲ）-③ 
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  【計測制御系統施設】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

3. 安全保護装置等 

3.2 工学的安全施設等 

3.2.3 自動減圧機能作動阻止 

  

自動減圧系の起動阻止スイッチ 

個数 1 

(2) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

個数 1 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の

運転を緊急に停止することができない事象が発生した

場合に，自動減圧系の起動阻止スイッチを 1 個作動させ

ることで発電用原子炉の自動による減圧を防止できる

設計とする。 

＜中略＞ 

  

［可搬型重大事故等対処設備］  【計測制御系統施設】 

（要目表） 

8 制御用空気設備に係る次の事項 

  

高圧窒素ガスボンベ 

個数 5（予備 20） 

容量 へ(5)（ⅹⅲ）-④約 47L/個 

充填圧力 へ(5)（ⅹⅲ）-⑤約 15MPa[gage] 

(3) 高圧窒素ガスボンベ 

個数 5（予備 20） 

容量 約 47L/個 

充填圧力 約 15MPa[gage] 

使用箇所 原子炉建屋地上 4 階 

保管場所 原子炉建屋地上 4 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

へ(5)（ⅹⅲ）-④ 
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設計及び工事の計画のへ(5) 

（ⅹⅲ）-④は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のへ(5)

（ⅹⅲ）-④を詳細に記載して

おり，整合している。 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））へ(5)（ⅹⅲ）b.(a)-⑤

は，設計及び工事の計画の「Ⅴ

-1-1-5-4 設備別記載事項の

設定根拠に関する説明書（計

測制御系統施設）」の記載と同

義であり，整合している。 
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